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議事日程

令和２年９月16日 午前９時30分開議

１．開議宣告

日程第１ 一般質問

通 告 議 席
氏 名 質 問 事 項

順 番 号

１．新型コロナに関する誹謗中傷から町民を守れ
１ ４ 加藤 紀之

２．水産物流通回復支援事業について

１．学校施設整備について

２ １ 森本 貴之 ２．移住を伴う年度中途の保育所入所申込対応につ

いて

１．コロナ禍における高齢者の外出支援は
３ 12 吉原 美智恵

２．地域自主組織の現状とこれからは

１．「これからの防災について」
４ 11 西尾 寿博

２．「経済の活性化」

１．ＧＩＧＡスクールについて

５ ３ 門脇 輝明 ２．小規模保育所と保・小・中連携について

３．地域密着型介護老人福祉施設について

１．さらなる新型コロナ対策を
６ ８ 大森 正治

２．西部広域一般ごみ処理構想への考えは

１．学校・保育所に加湿器を

７ 10 近藤 大介 ２．徴収対策について

３．第５次大山町行財政改革大綱について

１．新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実を

８ 13 岡田 聰 ２．就任当初の行政課題の達成度は。また、行政運

営の評価は

１．コロナ禍における災害危機管理について

９ ５ 大原 広巳 ２．幼児教育の方針について

３．小規模農家農作業省力化支援事業について

10 ９ 野口 昌作 １．農業を守り、地方を守る政策を

１．農産物処理加工施設は
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11 ７ 米本 隆記 ２．町道の管理は

３．町長の公約実現は
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欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 持 田 隆 昌 書記 三 谷 輝 義

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 口 大 紀 教育長 鷲 見 寛 幸

副町長 小 谷 章 教育次長 前 田 繁 之

総務課長 山 岡 浩 義

総務課長（選挙管理委員会事務局長） 山 岡 浩 義

幼児・学校教育課長 田 中 真 弓 財務課長 金 田 茂 之

税務課長 二 宮 寿 博 企画課長 源 光 靖

住民課長 永 見 明 観光課長 徳 永 貴

福祉介護課長 池 山 大 司 建設課長 大 前 満

農林水産課長 井 上 龍 健康対策課長 末 次 四 郎

午前９時３０分開議

○議長（杉谷 洋一君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 一般質問

○議長（杉谷 洋一君） 日程第１、一般質問を行います。

一般質問は通告された議員が今回１１名でありますので、本日と明日の２日間行いま

す。

通告順に発言を許します。

４番、加藤紀之議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） おはようございます。

今回、私が一番手を務めるわけですけども、皆さんが遅く出されたこともあるんでし

ょうけれども、西山議員が今回は一般質問されませんので、そういった意味で提出した

時期が９月１日でしたけれどもなぜか１番になってしまいましたので、恥ずかしながら

一番手、トップバッターを務めさせていただきたいと思います。

今回、２問用意をさせていただきました。

まず、１問目から始めていきたいと思います。新型コロナに関する誹謗中傷から町民

を守れということで、通告文を読ませていただきたいと思います。
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新型コロナウイルス感染症に関し、インターネット上ではデマ、差別、偏見、誹謗中

傷が散見され、社会問題となっています。鳥取県は、患者や家族への誹謗中傷やデマ情

報による被害者が名誉毀損などで訴訟を起こす際に、保存した悪質な書き込みや画像を

証拠品として提供する対策を始めており、そういった対策が功を奏して抑止力としての

効果、これどういうことかといいますと、こういうことを県が発表した直後からインタ

ーネット上での誹謗中傷やデマ情報などが随分減ったというふうなことも効果として現

れております。

現在、幸いにも本町では感染者は出ておりませんが、もし感染者が発生すれば町民が

そのような被害を被るおそれがあります。全国的にはインターネットの世界だけではな

くて、現実生活で例えば感染者の家に石が投げられたりとか、悪質な貼り紙がされたり

だとか、そういったようなことも出ておるようです。そういった場合に、どのように大

山町としては町民を守るのかということを伺いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） おはようございます。

本日も飛沫感染防止の距離、対策が取られておりますので、マスクを外して行わさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

加藤議員の１問目の、新型コロナに関する誹謗中傷からどのように町民を守るのかに

ついてお答えいたします。

本町における予防策としましては、ホームページや防災無線で注意喚起を行ったほか、

長年取り組んできた人権施策で培ってきた人権感覚、人権意識が発揮されることを期待

してメッセージの全戸配布も行いました。さらに、広報９月号でも臆測やうわさに基づ

く行動は偏見や差別につながるおそれがあることを理解してもらうための啓発記事を掲

載し、引き続き注意喚起を行っているところです。こうした啓発の取組については、さ

らにオンライン対応や映像コンテンツの活用も検討しているところですし、インターネ

ット上での誹謗中傷の書き込みについては鳥取県との連携を強化していきたいと考えて

います。また、被害に遭われた場合の窓口としましては、町、県、法務省がそれぞれ相

談窓口を設けていますので、引き続き周知を図っていきます。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） マニュアルどおりの答弁なのかなと。それは悪い意味で

はないです。よい意味でそのような答弁だなと思いましたけれども、インターネット上

の書き込み、誹謗中傷やデマ等についてはこのようなことである程度防げるかもしれま

せん。しかしながら、現実世界でも先ほど申し上げましたように投石であったりだとか

そういったもので、ひどい場合には住んでいた場所から引っ越さざるを得なくなったよ
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うな事例が全国的には結構散見されるようです。

今、大山町でもし第１号の感染者になった場合というのを結構住民さんは心配してお

られて、もし自分がそうなったらそういった事例に巻き込まれて大山町に住めなくなる

のではないかというような恐怖というかそういったもののほうを、新型コロナウイルス

感染症にかかってどのような症状が出るかの心配よりも、そっちの心配をされる住民さ

んが結構おられるのも事実だと思います。そういった意味では、例えば相談窓口を設け

ていますので相談をしてくださいとか、そういったことももちろん必要でしょう。だけ

ど、デマだとか誹謗中傷だとか下手すると実際の投石だとかということをやられる方と

いうのは、御自身のちょっと間違った正義感でそういったことをされるわけです。人権

啓発だとか注意喚起とか、そういったもので子供というのはどんどんどんどんその新し

い情報で間違った情報を消していくことができますけども、大人になるとなかなかその

価値観だとか正義感だとかを新たに自分の中で形成するというのが難しいものだと思っ

ています。そういった中で、こういった対策だけでは実際そういったことが起きた場合

に町民を守ることはできないのではないかと思いますけども、町長いかがお考えでしょ

うか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

加藤議員がおっしゃるとおりで、町内で感染者が出た場合にその方が特定されて、全

国的に起きているような誹謗中傷であったりあるいは実害であったり、そういうことが

発生することも懸念されるところでありますけれども、抑止力として何か事前に対策を

することができれば一番いいと思いますけれども、やはり法の範囲内で、刑法とかもあ

りますので、その範囲内で対応できるところをしっかりしていくというところが基本で

あろうかと思います。それ以外でも何か事前に対処ができるような、対策ができるよう

なことがあればしていきたいと思います。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） とても前向きな答弁だなと思います。

私、今回この質問をするに当たって、抑止力という意味が特に強いかなと思います。

例えば法的措置を検討する場合においてでも、刑事事件は割と警察のほうに相談をすれ

ば事件になるようなものであれば捜査をしていただけると思いますけれども、そうでは

ない民事の話ですけども、例えば店舗が営業妨害的なことで損害賠償の請求を起こすだ

とか、個人であれば名誉毀損で損害賠償請求を起こすであるとかという法的措置を取る

ことが可能なわけですけども、その法的措置を取るための弁護士費用だったりというの

が実は損害賠償請求で請求できる金額とほぼ変わらなくて、そういう行動を起こすだけ

住民にとっては時間の無駄になるような状態になって、そういった行動になかなか出ら
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れないというような実情があります。

そこで、インターネット上の話であればそういった誹謗中傷とか個人が特定されるよ

うなことが書き込まれた場合に備えて、訴訟費用の一部助成をするようなことを考えて

いかれてはいかがかなと思いますし、併せて現実世界で住んでいる場所に石が投げられ

たとか貼り紙がされたりとかいうことを防ぐために、感染した方対象で限定されますけ

ども例えば防犯カメラを設置する費用を一部助成するだとか、そういった対策がとても

抑止力として効果があるんじゃないかなと思いますけども、いかがお考えでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

いろいろ御提案がありましたので、検討していきたいというふうに思います。一番は

狭いコミュニティーだからそれらが特定されやすいというところもありますけれども、

狭いコミュニティーだからこそそういうことが起きにくいというようなこともあろうか

と思います。匿名性が低い地域というのが人口が少ない自治体の特徴でありますので、

そういったところで都市部に比べたらある程度事前に抑止力が生まれている状態でもあ

ろうかと思います。それであってもそういう実害をゼロにはできないと考えますので、

どんな方法があるのか御提案をいただいたことも踏まえながら検討したいというふうに

思っています。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 検討していただけるという答弁ですので、この件に関し

てはこれで終わりたいと思います。

続いて２問目になります。水産物流通回復支援事業について質問していきたいと思い

ます。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金というものが国のほうから新型コ

ロナ対策の財源として来ておりますけれども、そちらを活用して新型コロナ対策、主に

経済支援策として多くの事業を予算化し執行されております。多くは経済的に苦境に立

たされた町民や事業者にとって有益な事業となっていることは、我々も議員ですから町

民や事業者からの声もありますしそのように認識しております。

しかしながら、水産物流通回復支援事業は先日、日付をちょっと紙には書いてますけ

ど何か間違っとるような気がするんで、先日に配付された資料から魚価に大きな影響を

受けた漁業者にどのように行き届いたのかがその資料からは分かりません。どのように

書かれていたかと申しますと、２支所、おさかなセンターに交付したから終わりなんだ

というような実施状況の報告の書類はもらっていますけれども、まずその本事業でどの

ような効果があったのかを伺いたいと思いますし、併せて御来屋支所、中山支所に所属

しない漁業者という者が少なからずおりますが、町民でありながらそういった支所に属
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さない漁業者への支援は考えておられないのでしょうか。２点伺いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 加藤議員からのまず１点目の本事業でどのような効果があった

のかとの御質問でありますが、水産物流通回復支援事業交付金につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症拡大により組合員の水揚げ数量等に甚大な影響がありましたので、

組合員の負担軽減を図りながら水産物流通の回復支援及び漁業協同組合の事業の継続を

支えるために支援を行ったものであります。使途につきましては、持続化交付金の相当

額の交付金として支援しておりますので、漁業組合内部で協議して使用していただくも

のだと思います。効果としましては、新型コロナウイルス感染症で甚大な影響を受けた

漁業組合が水産物流通の回復、組合活動の維持継続へ効果があったものと考えておりま

す。

２点目の御来屋・中山支所に属さない漁業者への支援は考えていないかとの御質問で

ありますが、支援策でいえば個人事業主である漁業者へは持続化給付金等で支援が行わ

れておりますし、町民全体に一人１０万円交付の特別定額給付金等でも支援が行われて

おります。新型コロナウイルス感染症拡大により甚大な被害を受けた方々の支援は、今

後も検討していきたいと考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） それでは、ちょっと追及質問をしていきたいと思います

けれども、まずこの水産物流通回復支援事業を思いつかれたきっかけといいますか理由

といいますか、そういったものが漁協から提出された要望書というようなものがあって

のことだと思います。それについて確認をしたいと思いますが、間違いないでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 失礼します。

そういったことで間違いはございません。まず、４月２７日の日に第１回の要望をい

ただいております。あと５月１２日、再度要望書を頂いております。コロナの関係で、

大山町で一番甚大な被害を受けたというのが漁業組合だというふうに考えております。

また、要望書を頂きまして町のほうでも水揚げ量等の調査、数年を比べたりとかといっ

たところは行っております。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） では、ちょっとその要望書について伺っていきたいと思

いますけれども、今回の一般質問するに当たって私も資料請求をして初めて、私、鳥取

県漁協の組合員ですけれども、こういった要望書が出ていることは一切知りませんし、

ほかの組合員も知らないというような状況でございますけれども、そういった要望書に

沿って町が事業を実施していくことが適切なのかということもちょっと問うていきたい

と思います。

先ほど、課長は漁業組合の影響が大きいということをおっしゃいました。この要望書

の中には、御来屋支所の年間の水揚げ金額予測と漁協はその水揚げ金額、漁業者の水揚

げ総金額に対して手数料を頂くことで経営をしておる団体でございます。それによりま

すと、御来屋支所に属する漁業者全体の水揚げ金額が今年度は１億円程度減収するだろ

うという予測を立てておられます。御来屋支所で主に大きな船を動かしておられる方と

いうのは十数隻です。そうすると１隻当たりの被害金額はどの程度か大体推測がつくか

なと思いますけれども、それに対して御来屋支所の手数料収入は１億円のうちの１０％、

０００万の減収ということのようですが、５月２９日、臨時会の質０のときにも申し

上げましたけれども、漁協自体は鳥取市に本所があるもので、大山町に本所があるもの

ではありません。あくまで事業所があるだけです。その漁協に対して、こういったお金

を出す。それが御来屋支所や大山町内の漁業者のためだけに使われるのであれば、町の

財産を間接的に預けて町の漁業者に使っていただくということで特に問題はないのかな

と思いますけれども、そういったチェックがはっきりなされて答弁にありましたように

水産物流通の回復であったりに効果があったものというふうに答えられたのか、ちょっ

と確認をしたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 失礼します。

まず、町のほうでも御来屋支所また中山支所それぞれ水揚げ量、直近では８月まで調

べております。具体的にはちょっと申し上げにくいんですが、御来屋支所はかなり水揚

げ量としては落ちております。また金額のほうも把握しておりまして、かなり昨年と比

べたら割合でいいますと７割ぐらいは落ちてるというところでございます。

組合のほうの維持管理費、漁港占用料でありますとか電気代、また人件費、そういっ

たものも組合員さんのその水揚げ手数料の中から維持されて運営されているというふう

に思っております。だから直接お金が鳥取のほうに行くということではなくて、まず御

来屋支所の運営を維持していくということで効果があるということだと思います。最終
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的に見て、１年間決算で御来屋支所がプラスになるかもしれません。ただ魚価の低迷、

そういったこともありますんで、マイナスになったら鳥取に行くというより漁業協同組

合ですんで鳥取のほうからお金をもらうということになろうかというふうには考えます。

組合員さんの負担軽減につきましてはまた全体的なことになってくるとは思いますが、

あまり収入が激減すると水揚げの手数料、こういったものも見直しがされてくるという

ふうに思っております。そういったところで、今回の効果は必要最小限に被害をとどめ

るということであったものだというふうに考えております。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 収支の考え方が少し間違っているなと。合併協ですので、

支所ごとで決算をするわけではございません。ましてやこういう時世ですので被害が出

ているのは御来屋支所や中山支所だけではなくて、当然淀江支所も出ていますし鳥取の

賀露のほうも同じように被害が出ているわけで、そんな中で特別に大山町だけが鳥取県

漁協に支援をする意義、意味というのは何だったんでしょうか。臨時議会の際に配られ

た資料の中には、漁業組合員及び漁業組合の活動支援を行うということが説明に書かれ

ておりますけれども、漁協が、御来屋支所が、中山支所が、もしくはそういった場所が

電気代等でこのお金を使って払ったからといって、何ら支援にはならないんですよ。県

漁協全体で考えますんで。要するにどういうことかというと、支所がもらった５００万

を支所が勝手に使うということはできないわけですよ。ましてやその支所が黒字になろ

うが赤字になろうが、例えば御来屋支所だけ赤字になったときに御来屋支所だけがお金

を例えば融資を受けて、組合員の負担で赤字を解消するわけではございません。鳥取県

漁協全体で考えていかなきゃいけないものですので。だからこういう合併協にお金を出

すときには、チェック体制をしっかりしておかないとどこに消えるか分からない。

今回、私がこういう質問をしてる理由というのがありまして、井上課長と個人的にメ

ールをやり取りをさせていただきました。７月１７日あたりですかね。私が送ったのは

もうちょっと前だったと思いますんで、７月の半ばよりちょっと前ぐらいに漁協のほう

から、漁協のほうというか御来屋支所の運営委員会の中でそのお金についてどうなっと

るだという話が出て、そのお金は県漁協のほうで使わせてもらいますけんという話があ

った。それはおかしいじゃないかと。何で鳥取県漁協全体の支援を大山町だけがしなき

ゃいけないんだと。ほかにも米子市にも先ほど申しました淀江支所がありますし、鳥取

市にも当然支所があります。そういったところと協議をしながら幾らかずつ負担をして

支援をしていくならまだしも、何で大山町だけが鳥取県漁協の赤字を補填せんといけん

だと。そうならんように組合に所属する、御来屋支所や中山支所に所属する組合員のた

めに一部でも使うべきじゃないかというような話があったようですが、いや、そんなこ

とはせんと。県漁協で勝手に使わせてもらうというようなことがあったと。

そうすると、我々議員だってこの補正予算の説明を受けたときに当然大山町内の組合
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員さん、漁業者のために使われるもんだなと思ったと思われますし、何人かの議員とは

話をしてそういうふうに使ってあるもんだと思っとったというような話があります。な

ぜチェックをされない、そういう事業にされたんですか。普通、給付金であったり交付

金であったりというのは交付金事業という事業名になってますし、説明の中にもそうい

うふうに書かれると思うんですけど今回は水産物流通回復支援事業ですから、しっかり

と流通回復がなされたかどうかのチェックはしていくべきなんじゃないでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 失礼します。

まずチェックですけど、まず持続化交付金の相当額として漁業組合に交付をしており

ます。使い方につきましては、組合内で協議して使っていただければということで交付

したものであります。

最終的に鳥取県漁協に行くというお話でありますが、例えばＪＡもそうであります。

広域の組合でありますんで、最終決算はそういうふうになるのかもしれません。連結で

最後なりますんで。ただ、それぞれの支所ごとの決算は出るというふうには聞いており

ます。

違う町村、今後どのような動きをされてくるかは分かりませんが、またお願いに行っ

てるということも聞いております。ただ、大山町では独自で漁協が困っておられました

ので、こういった施策を創設して実施したというところでございます。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 考えてみれば分かるんです。今回の件で大山町から出て

いったんだけど、大山町内の漁業者は今回の赤字状態に対して他町村の漁協の組合員さ

んたちと何ら負担は変わらないんですよ。そうすると、結局誰が得をしてるんですか。

鳥取県漁協じゃないですか。御来屋支所ですか、中山支所ですか。違いますよね。何か

赤字が出たり補填をしなきゃいけないときには、鳥取県全体の組合員でしていくわけで

す。それはこういう交付金があろうがなかろうが一切関係なく、負担だけは乗っかかっ

てくるんです。そういった実情をしっかりと知っていただきたかったなと私は思います。

それから、臨時議会の説明の際には持続化給付金の相当額として中山支所、御来屋支

所には各２００万、おさかなセンターには１００万円というふうに説明をされましたが、

実態としては御来屋支所に３００万、おさかなセンターに１００万、中山支所に１００

万円となっているようですが、どういったことでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 今の金額の配分ですけど、漁協と協議をして決定して

おります。それぞれの水揚げ量の落ち込み具合、御来屋がかなりやはり大きかったとい

うことで、中山の分を御来屋に回したということもあります。ただ、規模的には御来屋

がかなり多いんで、その金額で足りるかといったらちょっと足りないんだろうなという

ふうな感覚は持っております。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 今の答弁書の中に、持続化給付金の相当額だと書いてご

ざいますよね。持続化給付金の相当額は、中小企業で２００万円、個人事業主で１００

万円です。３００万円という金額はございません。ましてや議会に説明したときには、

各支所に２００万円ずつだという説明をされたわけですよ。何で漁協と勝手に交渉して

金額を変えられるんですか。ちょっと説明をお願いします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 明確に２００万、２００万、１００万は予定しており

ますということで御報告はしております。完全に金額決めたわけではございませんでし

た。あくまでも予定として予算計上させてもらったということでございます。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 我々議員は、説明を受けるときに説明を受けた内容によ

って中身を判断して、よしか悪しか判断をするわけです。その説明を覆した決定をされ

るんであれば、それなりの説明が必要じゃないですか。そう思われませんか、町長。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） ５月のときの説明ですけど、あくまで予定としてとい

うことで御説明はしております。以上です。
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○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） それと、先ほど課長とのメールの話をしました。そのメ

ールの中で、課長はこの補助金で水揚げ手数料など組合員の皆さんの負担軽減が少しで

も図られればと思っていますというふうに書いておられます。そういった思いが当然課

長にもあったはずでしょうし、我々議員も議決したときにはそのような思いだったと思

います。なぜ今回それが図られていないんですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） このお金によって水揚げ手数料が安くなるとかという

ところではなくて、かなり甚大な被害を受けておられますんで、水揚げ手数料が上がる

可能性がございます。そういったことを最小限に抑えるために交付しておるものでござ

います。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 先ほども申し上げました。手数料が単協ごとに、各支所

ごとに勝手に上げれるものではございませんので、今回のお金が御来屋支所や中山支所

に出たことで、そこの支所の組合員たちだけが手数料の値上げから逃れられるわけでは

ありません。そうすると、やはり水揚げ手数料などが魚価の低迷によって影響を受けた

漁業者の少しでも助けになればというようなことが当然このお金であるべきだと私は思

いますし、そのようなつもりで課長もこういうメールを送ってこられたんだと思います。

本来であれば町の財産は町民の財産ですから、そういった町民の福祉向上や町のため

に使われてないようであれば返金を求めるだとか、そういったことも必要になってくる

んじゃないですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） あくまでこの交付金は効果があったというふうには判

断しております。現段階で返還を求めていくものではないというふうに思っております。

また、漁業協同組合のほうでも他町村、そういったところのちょっと動きがまだ分か

りませんが、お願いに行かれてるということは伺っております。境のほうでもまた市長
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さん替わられました。そういったところでもお願いに回って、資金の集めをされてると

いうことで伺っております。

今回、この交付金は大山町の漁協へ対しての支援策ということで、他町村と比較する

ものではないというふうに思っております。大山町から漁協の維持継続に対しての支援

策ということで交付しているものでございます。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 私が望むような答弁はいただけないので、したくもない

話をしていこうかなと思います。

この要望書には、要望書を出された方、個人名は出しませんけども、運営委員長とい

う名前で要望書を出されていますが、先ほども申し上げました。組合員は知りません。

運営委員会も知りません。そういったものが団体の意思決定として処理をされていいも

のではないことは、私はこういう仕事をしていますからよく分かります。私が総務委員

会の委員長として勝手に何かを決めるだとか要望していくだとかということはできませ

んから、当然委員会の中で諮ってから要望だったりはしていきます。そういったもので

ないのに、そういったものかどうかを何で確認をされないんですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 要望書に関しましては、運営委員長からの要望書だと

いうことで確認はしております。ただ、内部でどういった経過で要望書を出されたかと

いうところにつきましては、それぞれ要望書各種団体からのありますが、そういったと

ころまでは把握はしてございません。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 中身についても確認をしておられませんね。販売手数料、

漁協の手数料収入は１０％だと書かれていますが、現実には１０％ではございません。

私、ここに手元に数字が書いてあるんであまり見せたくないんですけども、鳥取県漁協

御来屋支所から出された我が家の販売仕切り書というものがございます。（資料の提示

あり）この中には、魚の単価や各種引かれている手数料等や箱代だったりが書かれてい

るんですけども、ここの組合手数料というのを見ると、境港とその他の場所に出荷する

場合が御来屋支所からはありますけども、境港に出荷する場合の組合手数料というのは

計算してみると⒌５％なんですよ。その他の場所に出荷する際の手数料というのは⒎７

％です。計算するとそういうふうになるんです。ここに１０％と書いてあるんですよね。
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これは何でですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） あくまで要望書というのは団体からいただいたもので

ございます。間違ってるというのは、漁協と話をした中で確認はしております。ただ、

要望書が間違ってたからといって支援を行わないというものではございません。町のほ

うでも、やはり水揚げ量、水揚げ金額、そうしたものは詳細に調べて今回交付したもの

でございます。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 漁業協同組合が要望書に書かれた数字が間違ってたで済

みますか。（……発言取り消しを許可した部分１５字削除……）違いますか。そのよう

に思われませんか。ましてや数字が１％とか数％間違っとるとかいう話じゃないです

よ。２も３も違うわけですよ。下手すると４も５も違うわけです。

鳥取県漁協は合併するときに結構手数料のこととかでもめた経緯がありまして、本来

であれば７％というのが手数料の正しい数字になってますけども、西部、東部、中部で

少し形態が違ってたもので少し西部のほうが高くなっているような実態があるようです。

ここに鳥取環境大学の調査資料があるんですけども、鳥取市の６漁協を調べたものがあ

りますけども、鳥取市の各漁協は手数料７％なんです。ところが、西部はさっき申しま

したように⒎７であったりとか少し数字が違っていますが、それにしても１０％ではあ

り得ないですよね。それを漁協の間違いでしたとか、それは間違いでした。さっきも申

し上げましたけれども、水揚げ金額が１億円減少します。そのうちの手数料収入の減収

は、１０％だと ０００万です。７％だと７００万です。３００万も違うんですよ。

（……発言取り消しを許可した部分２８字削除……）どう思われますか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） あくまで要望書を作られたのは漁協さんでして、その

中で間違いがあったということだと思います。（……発言取り消しを許可されたことに

よって削除される部分２８字削除……）

また、こちらのほうで、何度も言いますが同じような売上金額等の試算をしておりま
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すんで、そういったところで金額等は適正な金額を把握はしております。以上です。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） （……発言取り消しを許可した部分２１字削除……）そ

の根拠が知りたいです。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 要望書の確認で、加藤議員から指摘があって漁協とも

打合せ等をしております。（……発言取り消しを許可されたことによって削除される部

分５０字削除……）

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 普通に考えて、漁協の職員は当然漁業者の水揚げから手

数料を引くそういった作業もしながら、さっき提示したような仕切り書というものを作

るわけです。それについて、７や８を１０に間違えるなんてことがありますか。（……

発言取り消しを許可した部分１０９字削除……）

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 町のほうではそういうふうには捉えておりません。ま

たそういうことがありましたら、漁協内部のほうで話し合っていただければというふう

に思います。あくまで要望書として町のほうへいただいて、それが間違いだったと訂正

していただきました。

また、水揚げ手数料等もそれは町の調査に基づいて行っておりますんで、あくまで要

望書は参考の要望書として取り扱っております。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） 残りもう少なくなってきましたんで、そのように考えて

おられないということですけども、繰り返し申し上げますが、町の財産は町民の財産で

ございます。（……発言取り消しを許可した部分１２３字削除……）いかがですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 漁協との今後につきましても、やはり組合員さん等も

おられます。困られる方もかなりおられると思います。町としては、漁協と今後も連携

した取組は進めていきたいというふうには考えております。

○議員（４番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 加藤議員。

○議員（４番 加藤 紀之君） ずっと課長が答えておられますけども、後ろのほうから

も町長が答えろという声が出てますけども、私も組合員です。組合員だけど、自分が所

属する団体が過ちを犯したら正したい。そういった団体になってほしい。ましてや今回

のように町民の財産を受け取っているそういったことがあるわけだから、しっかりと正

してほしいんですよ。（……発言取り消しを許可した部分１３２字削除……）

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

加藤議員の質問の中で事務的なところや経過聞かれますんで、担当課長が答えざるを

得ないところがありますけれども、全般的なところでお話をさせていただきますと、あ

くまでも要望書、各種団体から様々な要望がこのコロナの状況にあっても出てきます。

その内容をうのみにするというわけではなくて、頂いた要望書に基づいて現地を確認す

るものがあれば現地を確認しますし、数字が正しいかどうか。これは各所属が責任を持

って行います。したがって、要望書の内容が間違ってるものも多々出てきますけれども、

現実どうなってるかというところはしっかり確認した上で対応策は考えております。

その要望書自体が間違っていてどうかという話は、加藤議員自身も最初に組合員だと

いうことをおっしゃっておられますので組合の中で議論をしていただいて、どういう対

処が正しいのかというところは組織の中でしていただければというふうに思います。

町としましては、水産物流通支援事業ということでこの交付金を支出させていただき

ました。確かに以前はそれぞれの町で漁協があって、それが広域化をしたわけですけれ

ども、支所ごとに会計がなされていないわけではありませんので、その支所の会計状況

がどうなるかというところは、この交付金によって改善されるところが大きいと思いま

す。

さらには、順序がどちらが先かというところはありますけれども、大山町がこのよう

に町内にある支所を支援するという動きをしたことによって、例えば大きいところで例

示されましたけれども米子、境港、鳥取市、こういった漁協のほうでもそういった動き

が出てくる。これはそこに所在する自治体に支援策を要望するような動きが出ていると
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いうふうに認識をしております。県全体で漁協の支所や漁協全体がまとまって、各自治

体にどれぐらいの割合で負担してもらうか。負担金額を協議しながら支援策を決めてい

くというのも確かに方法の一つとしてはありますけれども、やはり実情に応じて、その

支所の水揚げ状況に応じて各自治体が素早く動くことによってほかの自治体に支援策の

波及効果があるというふうに考えておりますので、大山町の動きが県漁協全体の動きに

つながっているものと思います。

ただ、しかしながら大山町の公金を使っての支援策でありますので、これはやはり大

山町に所在する支所の会計の中で使われるべきものだというふうに考えております。今

後どういうふうに使われたかというところはしっかり確認をしていきたいというふうに

考えておりますし、それによって漁業者の手数料が上がっていかないのかどうか、こう

いったところもしっかりチェックをしていきたいというふうに考えております。

○議員（４番 加藤 紀之君） 時間がないので終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで加藤紀之議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） ここで休憩といたします。再開は１０時３０分といたします。

午前１０時２０分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（杉谷 洋一君） では再開します。

次に、１番、森本貴之議員。

○議員（１番 森本 貴之君） １番、森本貴之です。本日は、通告に従って２問質問い

たします。飛沫感染防止の距離が保たれておりますので、マスクを外して質問いたしま

す。

まず、１問目に学校施設整備について質問いたします。

学校施設の充実は、子供たちの学びの豊かさに関わりが深いものであると考えます。

老朽化への対応や新設の必要があるもの等、様々考えられます。その規模も大小様々あ

るのではないでしょうか。それらを限りある財源の中、順次進めていくための計画が大

切であります。学校施設の現状とこれからについて質問いたします。

まず１点目に、学校施設の整備において新設、修繕、改修を今後行っていく必要があ

る具体的な場所はどのような場所があると検討されているか。

２点目に、校庭の芝生化の検討を。具体的には、鳥取方式の芝生化を改修の必要性が

高い校庭からモデル的に検討できないか。また、管理については一般に民間委託する、

シルバーに委託する等、町として統一的な管理方針を示すことが望ましいと考えるがど

うかお聞きいたします。（発言する者あり）

○議長（杉谷 洋一君） どっちでもいい、手を挙げられたほうから。

鷲見教育長。
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○教育長（鷲見 寛幸君） 森本議員からの御質問の学校施設整備についてお答えします。

飛沫感染防止の距離が保たれているため、マスクを外してお答えいたします。

１点目の学校施設の新設、修繕、改修についてですが、各学校共通しているものとし

て照明のＬＥＤ化、トイレの洋式化が上げられます。また、大山町立学校の改修等の基

本方針として、改修または改築後２０年を目安に劣化や損傷が軽微な早期段階に適切な

予防保全対策を実施することを定めております。その方針に従い、今年度は中山中学校

の大規模改修を行いましたが、令和３年度以降も体育館や校舎等の改修を随時行ってい

く予定です。

２点目の校庭の芝生化についてですが、現在大山町内の学校では大山小学校が地域の

ボランティアの皆さんの協力を得ながら校庭の芝生化に取り組んでいます。芝生化によ

り砂ぼこりの軽減や温度上昇の軽減、けがの防止等メリットも多いと聞いております。

課題として芝生の植付けに係る初期費用もありますが、一番問題になるのが維持管理で

す。いち早く芝生化に取り組んでいる他市町村でも、管理方法について試行錯誤してい

るようです。維持管理に係る諸課題が解決する見通しが立てば、前向きに検討していき

たいと考えています。その際は、議員御指摘のとおり町として統一的な管理方針も併せ

て考える予定です。

以上で答弁とさせていただきます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 森本議員の学校施設整備に関しましては、教育長がお答えした

とおりです。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） それでは、何点か追加で質問させていただきたいと思い

ます。

まず、計画的な維持、修繕、改修についての部分で再度質問させていただきたいと思

います。

今、答弁の中にもありました照明のＬＥＤ化、それからトイレの洋式化が上げられる

という答弁がありますが、このトイレの洋式化については以前も私、町内施設の洋式化

について触れて質問させていただいたことがありますが、トイレの洋式化について少し

お聞きしたいと思いますが、これはトイレの完全洋式化でしょうか、それとも和式と併

せた洋式化を考えておられますでしょうか、お聞きしたいと思います。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 担当からお答えいたします。

○教育次長（前田 繁之君） 議長、教育次長。
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○議長（杉谷 洋一君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 繁之君） トイレの件ですけども、全て洋式化するか和式を残すかと

いうことですけども、現在のところ具体的な話はまだ進んでおりません。現在、各学校

に洋式トイレが複数箇所設置されていると思いますけども、今後そのことについてどう

するかについては計画を立てていきたいなというふうに思っていますが、まだ具体的に

は進んでおりません。以上です。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） これら学校施設の計画的な維持管理、これはやはり限り

ある財源の中、計画的に行っていかなくてはなりません。町のほうでも広く言えば大山

町公共施設長寿命化計画、こういった計画があります。その中において、学校施設にお

きましても大山町学校施設等長寿命化計画というものが令和２年３月に作成されている

ものと認識しております。この計画ですが、先ほど申し上げましたように厳しい財政状

況の中においても戦略的、計画的に維持管理することが急務となっている。これが目的、

背景にあると理解しております。この大山町学校施設等長寿命化計画では大山町公共施

設個別施設計画の一つとして位置づけられておりまして、学校施設の計画的な修繕・改

築スケジュールを策定することにより、改築中心の維持管理から施設の長寿命化を図る

維持管理へと転換することで将来負担コストの軽減、平準化を図りながら児童生徒が安

全安心に学校施設を利用できるような教育環境の整備を図ることを目的とされておりま

す。この計画と大山町公共施設長寿命化計画の整合性といいますか、関係性について少

しお聞きしたいと思います。

まず、この大山町学校施設等長寿命化計画の施設整備の水準等について触れられてい

るページがありますが、改修等の整備水準は単に建築時の状態に戻すのではなくライフ

ライン等の建物の耐久性を向上させる。それから、機能性や快適性など学校生活の場と

して必要な環境の確保、維持や必要に応じた機能追加を行うというふうになっておりま

す。また、安全性や機能性の確保と併せ効率的に対応が可能となる方策については、ニ

ーズや費用対効果等を勘案しながら整備を推進するということになっております。ここ

に学校施設の長寿命化計画の今後５年の計画というものも上げられているわけですが、

令和２年度においては大規模改修として答弁の中にもありました中山中学校についてが

上げられております。ここから令和３年以降令和６年度までの計画が示されております

が、例えば令和３年度、大山西小学校体育館、令和４年度、中山中学校体育館、これい

ずれも大規模改造になるんですが、学校施設の長寿命化計画の予定の中には具体的な施

設名は上がっておるんですが、この公共施設長寿命化計画、大山町として定めている計

画の中の全施設の年次別コスト等の参考の施設一覧にはこれが載ってないんですけども、

これはどういった計画の関係性があるのか。片方の計画には、具体的な場所が載ってい

る。片方の計画には、具体的な場所としてその場所が記載されていない。これらについ
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て確認したいんですが、考え方をお聞きしたいと思います。（発言する者あり）

○議長（杉谷 洋一君） じゃ森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） 答弁をいただける方を私が指名するのでしょうか。もし

あれでしたら町長、それから教育長、補足があれば担当課長さんからいただければと思

います。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

指名していただかなくても適切な者が答えたいと思いますが、全体計画、財務課が管

財の担当もしておりますので答えられると思いますし、個別であれば教育委員会から答

えたいと思いますが、全体との整合性ですので財務課のほうから答えたいと思います。

○財務課長（金田 茂之君） 議長、財務課長。

○議長（杉谷 洋一君） 金田財務課長。

○財務課長（金田 茂之君） お答えをいたします。

学校施設につきましては、財務課の個別計画というよりは教育委員会のほうで実施さ

れておりますその長寿命化計画のほうでやるということになってございますので、そう

いうふうな位置づけとなっております。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） 少し落ちてこないのでもう一度聞かせていただきたいと

思います。

大山町の公共施設長寿命化計画で位置づけられているものと、学校施設で長寿命化計

画というものはそれぞれの管理する担当が違うということなのかなと思ってお聞きしま

したが、学校施設というのも町立学校の施設ですので、その維持管理というのは町とし

て切っては切れないものなのかなというふうに理解しておりますが、それぞれその進捗

を別々に管理するということが今後厳しい財政状況の中、計画的に果たして本当に財源

の措置がなされるのかなというところも非常に０問です。その辺の見通しについて、ど

のように考えられてこの計画、２つを見比べておられるのかお聞きしたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） もう一度担当からお答えいたします。

○財務課長（金田 茂之君） 議長、財務課長。

○議長（杉谷 洋一君） 金田財務課長。

○財務課長（金田 茂之君） お答えをいたします。

公共施設といいましても学校あるいは町営住宅等、個別計画には入っておりません。

これにつきましては個別にやるということで、個別計画のほうから除外したというとこ

ろでございます。
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財源等につきましては当然予算作業もございますので、計画等も見ながら実施をして

いきたいというふうに考えております。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） それでは、今回質問出しております学校施設の整備につ

いてということですので、構造物を対象にだけ考えて質問しているわけではございませ

ん。２点目に質問しておりますとおり、構造物以外の学校施設の維持管理、具体的にグ

ラウンドのことを触れておりますが、先ほども触れましたこの学校施設の長寿命化計画

の中には構造物のことは主に触れられておりますが、グラウンドの維持それから改修、

修繕等のことには触れられておりませんが、グラウンドについてどのような認識を持た

れて今後継続的に維持管理、修繕等を行っていくのか、その考え方についてお聞きした

いと思います。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） お答えします。

グラウンドについては、前々から非常に風によって土が飛ばされていって土がなくな

っていく。小さい小石粒だけが残っていくとか、すぐに土を入れてもまた数年後には土

がなくなって水たまりになって水はけが悪い状況が繰り返されておりまして、これを何

とかしようということでずっと検討してまいっております。

森本議員御指摘の芝生化ということについては、非常に土が飛んでいってグラウンド

が毎年悪くなっていくことについては有効な手だてだというふうに私考えておりまして、

芝生化については非常に前向きにいきたいというふうに考えております。それがこれに

は載ってないんですが、実際のところ答弁でも言いましたが、つくった後の維持管理と

いうものの体制が整えば積極的に導入していきたいというふうに考えておるところです。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） 教育長のほうからも芝生化の取組についての一定のメリ

ット、理解を示していただいているという理解で再質問したいと思いますが、先ほども

答弁にありましたように私もいろいろな導入自治体の例、それから実際のお話聞いてみ

ましても、一番問題なのがこの維持管理であると思います。例えば、今回質問で通告し

ている具体的には鳥取方式の芝生化をというように質問していますが、この鳥取方式、

やっぱりこの維持管理については頭刈りの回数が多いですとか、やっぱりそういったと

ころを非常に労力を割いて維持管理していかなきゃいけないというところも認識してお

るところでございます。そういった維持管理のことがネックになっているというのは、

恐らく多くの方が共通で認識されていることだと思っています。

答弁にもありますが、維持管理に関わる諸課題が解決する見通しが立てば前向きに検
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討していきたいというふうに答えていただいております。この諸課題解決に向けて、具

体的にどのようなスケジュール感を持ってどのような活動をされてこの諸課題の解決に

向かっていくのか、その方向性についてお答えしていただければと思います。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 私のほうの回答で不十分なところは担当のほうから補足して

いただきますが、まず今鳥取方式ということを森本議員おっしゃいました。鳥取方式で

あれば洋芝ということで、町内どこの学校でもその洋芝入れてもいいのかという部分の

検討も必要かと思います。種が飛んで近くの芝農家に影響があるということも考えられ

ますので、その辺りの検討もしていきたいと思っておりますが、ちなみに大山小学校は

野芝でやっておられます。野芝は非常にこの大山地域には合ってるというふうに思って

るんですが、これもまた維持管理ということになりますと一本一本この雑草を抜いてい

く作業というのがありまして、人手が非常にかかります。今、大山小学校では芝ボラン

ティアの皆さんが二、三十人のメンバーで年に数回草を抜いたり、また芝を刈ったりさ

れております。非常に人の手のかかるもので、鳥取方式の芝だと一人が乗用トラクター

に乗って定期的に刈っていくというようなことで全く管理方法が違うんですが、そうい

った芝ボランティアの組織がきちんとした自主的な大山小学校の場合は組織ですので、

全く学校の職員が関わることなく自分たちで運営管理をしていただいてるというところ

でございまして、そういったボランティアの組織があれば安心してお任せできるんです

が、もしそれができなければ例えば地域のシルバー人材センターですとか、そういった

何か管理していただけるような組織にお願いするということも考えております。この辺

りも財政の問題もありますので財政のことも考えに入れながら、できればもう町内の学

校の中では早くにグラウンドを整備してほしいという声が上がってる学校もありますの

で、できるだけ早く来年または再来年というような近い時期にそういう芝生化に移るこ

とができたらなというふうに考えております。今後その辺りを精査して、きちんとした

スケジュールを立てていきたいというふうに考えております。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） この辺の一番ネックになる維持管理、この辺のことを飛

ばして整備にかかるということは非常にまずい進み方であると私も認識して質問してお

りますので、先ほど教育長が答弁されました早ければ来年度または再来年度へ向けてこ

の辺の諸課題の解消にも向かっていきながら、グラウンド改修に向けて歩を進められる

ということで理解いたします。

この辺も含めまして、やはり私もモデル的にというふうに言っておりますが、教育長

もおっしゃいましたように、では全ての場所で私が提案しております鳥取方式が適して

いるかと言われれば、そうでもない。この辺の地域の事情、それから学校が求められて
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いるもの、地域の保護者が求められているもの、これらも的確に把握に努めながらこの

グラウンド改修にも具体的には来年度、再来年度に向けて議論を進めて、しっかりと計

画を立てて実施していただければというふうに思います。

この財源の措置についてですけども、計画的な財源措置をしていくに当たってこの維

持管理、町長は財源措置の方向性どのように考えてこの学校整備に努められていくのか、

所見を伺いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

グラウンドだけではなくて全体のことでいえば、当然今もですけれども、公立学校施

設整備費交付金でありますとか過疎債、こういった有利なものを活用して、こちらが望

むものが満額充当されるかというところはまた別ですけれども、そういった有利な財源

を活用しながらやっていきたいというふうに考えております。

グラウンドの芝生化に関しましては、今年度総合教育会議でも議題として上げるよう

に準備をしておりますが、前回の総合教育会議でも議題がたくさんありましてちょっと

優先度下がっておりましたが、今年度中にはまた総合教育会議あと何回か開かれるかと

思いますので、その際には議題にして協議をしていきたいというふうに思います。

グラウンドの芝生化に関するコストについては、現状の土のグラウンドでも例えばそ

の表土の入替えが何年かに一回あったりですとか、維持管理に係る部分というのは金額

的には大きいものがございます。それを芝生化した場合にどのようになるのかといった

ところ、あるいは芝生化をすることでけがの防止につながるですとか夏場の地熱、照り

返しの軽減になって熱中症対策になるとか、あるいは土に比べて不整地でありますので

バランス感覚が身につくとか体感が鍛えられるとか様々なメリットがあるわけですけれ

ども、コストとメリットを比較しながらどういう形がいいかというところは検討してい

きたいと思います。

過去に、議会のほうでもいろいろと校庭の芝生化に関して議論がなされたこともござ

います。ただ、そのときにはやっぱり町内が芝の一大生産地でありますので、ほとんど

は和芝を作っておられて、そこに洋芝が入ってくると非常に質が下がる、生産に影響が

あるというところもありますので、鳥取方式を導入するかどうかというところは検討が

必要でありますし、かなり場所によっては難しいのではないかなという感覚があります。

ただ、その大山小学校のような野芝を使った今の実践例もありますので、そういったこ

とで大山小を一つのモデルケースとしながら、ほかの小学校に広げていければというの

が基本的な考えであります。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） ２問目の質問に移ります。２問目の質問は、移住を伴う
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年度中途の保育所入所申込対応について質問いたします。

本町では、保育所の入所申込みを例年１０月に行っています。その周知は広報等で行

われているものと思いますが、移住を検討されている方への周知は不十分であると考え

ます。特に１０月以降に新築し転入してこられる子育て世帯は年度中途入所で、希望す

る保育所に入れないといった現実に直面する事例もあるのではないでしょうか。いわゆ

る隠れ待機児童の解消に一歩でも前進するよう質問いたします。

まず、１点目に新築し移住される方へ、移住施策と連携し事前に入所申込みのスケジ

ュールの周知や申込みに関わる事前サポートの体制の検討。２点目に、直近５年の隠れ

待機児童の推移は。３点目に、年度中途で希望する保育所へ入れない、兄弟姉妹と同時

入所ができない、広域入所となってしまうといったいわゆる隠れ待機児童が発生しない

よう運営体制の検討。例えば、年度中途の入所に対応できるよう事前にそのキャパシテ

ィーを確保しておく等考えられないか。以上、３点お聞きします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 森本議員からの１点目の御質問、新築し移住される方へ移住

施策と連携し、事前に入所申込みのスケジュールの周知や申込みに関わる事前サポート

体制の検討をの御質問にお答えいたします。

保育所入所希望の取りまとめにつきましては例年前年度の１０月に行っており、広報、

防災無線、ホームページでの周知のほか、子育て支援センターにおける事前説明会など

を行っております。年度途中に転入を予定されている方や出産を予定されている方も事

前の予約が可能であることをお伝えしているところですが、今後も同じ日程で行ってま

いりますので、移住定住の御相談の際にお知らせするなど広く周知を図ってまいりたい

と考えています。

２点目の直近５年の隠れ待機児童の推移はとの御質問にお答えします。

直近５年間において、希望する保育所に入所できなかった児童数は平成２７年度はゼ

ロ人、２８年度が５人、２９年度が７人、３０年度が６人、令和元年度が１５人となっ

ております。

３点目の年度中途で希望する保育所へ入れないなど隠れ待機児童が発生しないよう、

運営体制の検討をとの御質問にお答えいたします。

本町では、急な家庭の状況の変化などにより年度途中で保育を必要とされる場合に、

御希望の保育所に入所できない児童が発生しています。その理由として、拠点保育所に

おいて定員を上回る状況にあること、必要な保育士の確保が困難になっていることが上

げられます。その解消のため、来年度は大山きゃらぼく保育園の近くに小規模保育所を

開設し、３歳未満児の受入れ環境の整備を行います。

また、保育士の確保についてですが、今年度は担任保育士として３７人、クラス補助

及び加配保育士として５１人が必要ですが、有資格者の配置が十分にできていないのが
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現状です。今後、クラス補助の有資格者数が増えれば年度途中における入所希望にも対

応できるものと考えますので、引き続き有資格者の確保に向け取り組んでまいりたいと

存じます。

以上で答弁とさせていただきます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 森本議員の２問目の質問に関しましても、教育長がお答えした

とおりです。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） それぞれ再質問させていただきます。

まず、１点目に質問いたしました新築し移住される方へ移住施策と連携し事前サポー

ト等、それから周知をということでお聞きしております。答弁の中にも、広報、防災無

線、ホームページでの周知のほか子育て支援センターにおける事前相談会等を行ってい

るという取組ももちろん存じております。この辺の周知、それから相談体制というのは、

引き続き執り行っていただきたいなというふうに思います。これについては、具体的に

は空き家マッチングですとかそういったものを活用して移住される方には、出会うチャ

ンスは多いのかなというふうに思っております。ただ、私がこのたび質問しているのは

新築を伴う移住ということで、恐らく町内に土地を買われて新築を建てて移住しようと

考えておられる方、それぞれいろいろな御事情、思いがあって大山町に転入されてこら

れるんですが、実際新築の家を建てて、その御家族がどういった家族構成なのか、子育

て世帯であるのかないのか、お子さんがおられるのかおられないのかというところは、

恐らく実際には新築の住宅助成金の補助金を申請される段階でないと非常に分からない

現状にあるのが今じゃないかなというふうに思います。

委員会の中でも少し移住……。ごめんなさい、本会議場だったかもしれません、移住

を決められる方、「だいせん」と検索してホームページで大山町のことを調べて、ここ

はいいなというふうに入ってこられる率が上がってるんじゃないかなというようなお話

がありました。ホームページの移住ページを見ましても、なかなか細部にわたってじゃ

保育所入所いつなんだとその方が積極的にお調べになられればこの辺の情報はその方に

拾い上げてもらえるかもしれませんが、単純に移住施策のページを見ましても、この辺

の１０月の申込みについては具体的に出会うチャンスがないのかなというふうに思って

おります。大山町外の方に移住を促す際、こういったところもしっかりと１０月入所、

１０月申込みを受けないと年度中途の入所が難しいかもしれませんよというような事前

の周知と併せてその相談を受ける体制を整えていただきたいと思いますが、この辺につ

いてはどのようにお考えでしょうか。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。
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○町長（竹口 大紀君） お答えします。

移住定住に関する情報の発信というのはしっかりやっていきたいですし、足りないと

ころがあれば充実をさせていきたいというふうに思っています。

しかしながら、個別の案件で例えば今別の自治体の保育所に通っている子供さんがい

らっしゃって、移住に伴って新たに年度途中から保育所に入らなければいけないという

家庭に対するサポートとしましては、基本的には今お住まいの自治体に御相談いただく

ことになろうかと思います。当然今、保育所に通われている自治体なり、あるいはその

保育園なりに引っ越しを考えているというふうに御相談をいただければ、事前に自治体

の大体保育所の入所手続等はそこまで大きな差はないというふうに認識しておりますの

で、早めにその移住先の自治体に相談したほうがいいですよとか、そういうようなサポ

ートもできるかと思います。そういうことで今お住まいの自治体に行政サービスの部分

は御相談をいただいて、こちらのほうにつないでいただくというのが一番的確であろう

かと思います。

御指摘の情報発信に関しては、引き続きしっかり拡充をしていきたいというふうに思

っています。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） やはり本町は移住定住策に力を入れると同時に、この子

育て環境の整備にも力強く取り組んでおられる。各施策の強みがこういったところで消

えないように、さらなる拡充を検討して進んでいただきたいというふうに思います。

それから、２点目にお聞きした直近５年の隠れ待機児童の推移はということでお聞き

しております。かなり直近のことでちょっと確認しますが、答弁では令和元年度１５人

というふうになっておるということで答弁いただいております。元年度決算の資料では、

保育所入所状況、令和元年度の委託に関わる部分について、入所数（人数）、これは計

２０人というふうになっているんですけれども、５人の差が生じております。この辺は

何か違いがあって２０人という数字、それから１５人という数字が上げられておるのか。

これはどういうふうな理解で読めばいいのかお伺いいたします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 担当からお答えいたします。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 田中幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） お答えいたします。

第１希望の園に入所できなかった児童数ということで１５人中、入所はできたけれど

も第１希望の園に入所できなかった数が１０人となっております。そのうち、広域入所

でそのまま在籍している園に入所された児童数が８名となっております。以上です。
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○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） 聞き漏らしがあったら大変申し訳ございません。今聞い

た人数を足しても２０人にはならないのかなと思いますが、もう一度答えていただけま

すでしょうか。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 田中幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） 広域入所の２０人の内訳というところでお答え

をさせていただきますけれども、２０人のうち８名につきましては転入のときに町内に

空きの保育所がなかったため、町外の施設にそのまま入所されたケースでございます。

残りの１２名につきましては、もともと初めから町外の施設の入所を希望された方とい

うことでございます。以上です。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） いわゆる望まない広域入所をされた方が、令和元年度決

算の数字上２０人のうち８名が対象になる。それから、その２０名のうち１２名は希望

された広域入所の方である。

そうしますと再度お聞きしますが、答弁書に上がっている令和元年度１５人という数

字と決算書、今お聞きしました２０人、この差の５人はどういう理解をしたらよろしい

んでしょうか。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 田中幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） お答えいたします。

１５人の内訳ですけれども、第１希望の保育所に入所できなかった児童数が１５名の

うち１０名ありまして、そのうち８名は町外の施設に入所されております。１５人のう

ち５名につきましては、御家族等の御協力により家庭での保育が可能である方、または

育児休業等を延長されて家庭での保育ができる方というふうになっております。以上で

す。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） はい。分かりました。

ここで、答弁の中にもありましたように年度中途で保育を必要とされる場合、御希望

の保育所に入所できない児童が発生しているというのは事実としてあると思います。そ

の理由として、拠点保育所において定員を上回る状況にあることであったり、保育士の

確保が困難になっているというところが上げられております。１０月の申込時点で見込

みを立てて、保育士の配置計画をして次年度に向かっていかれるという、予算組みに向
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かっていくという理解でいるんですが、そういった配置計画を行っているので中途の入

所には対応できないということではなくて、そもそもの問題点としては有資格者数が足

りていないことによる年度中途の保育所入所がかなわないということが問題になってい

るというのが本当のところだということで認識してよろしいわけでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 担当からお答えいたします。

○議長（杉谷 洋一君） 田中幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） 森本議員おっしゃいますように有資格者が足り

ておりませんので、児童数必要以上にお預かりをすることができない状況でございます。

○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） そういたしますと、やはり有資格者の保育士さん採用厳

しい状況に依然あるという中で、今後住宅施策等進んでいく中で、答弁の中にもあるよ

うに小規模保育所、これ大山きゃらぼく保育園の近くに小規模保育所を開設し、この辺

の解消にはつながるのかなというところも含まれておりますが、この小規模保育所、こ

れは１９人の定員であります。今後の住宅施策でありましたり、そういったところと非

常に関係します。その人口推移の読み方、この辺もしっかりしていただきながら全体的

な計画、移住定住策でありますとかこの子育て環境の整備というところを連携をしっか

り取って向かっていっていただきたいというふうに思います。

それから、有資格者数が足りていないことによって年度中途の入所に耐えれないんだ

というところもこれ新たにお聞きしましたので、実際にはこういうところが問題なんだ

なと。これは非常にシビアな問題であります。有資格者を採用するということはやはり

財政的にも大きな動きが出てきますので、人口の推移の読み方とこの財政の数値の動き

方、これをぜひとも今後住宅施策を打って出るに当たってはしっかりとリンクさせて考

えていっていただきたいと思います。

その点を含めまして、今後の移住施策と子育て環境の充実整備、このような体制につ

いてどのように進んでいかれるのか。町長、教育長どのようにお考えでしょうか、お聞

きして質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

先ほど担当課長が人が足りないのでというところを言いましたけれども、保育士も地

域にたくさんいて余力があって、声かけだけしといて年度途中でお願いするか分からん

けどお願いしますわというようなところで保育士を確保するというのは非常に難しい状

況がありますので、年度途中で新たに人を探してくるというのは非常に厳しい。これは

大山町のみならず、全国的な課題だというふうに思っています。
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一方で、大山きゃらぼく保育園に関しましては、これは今までも説明をしてきており

ますとおり年齢、クラスによってはキャパ自体が非常に狭い。施設自体が手狭になって

いるということで、新たに小規模保育所の建設を進めているところであります。この小

規模保育所では、Ｂ型ということで有資格者数の配置基準も少し緩いというところがあ

りますので、そういったところで人不足というところは多少なりとも改善はできるかな

というふうに思っておりますが、根本的には有資格者を確保していく体制をしっかりつ

くっていくということが大事ではないかなというふうに思っています。

森本議員御指摘のとおり、住宅施策としまして民間のほうでも大山地区においては非

常に宅地開発が進んでおりますし、今もなお新たな宅地造成が進んでおります。さらに

は、今年度の予算で議会のほうにもお認めいただいておりますけれども、ＰＦＩという

ことで民間事業者の活力を活用して新たな住宅施策、町営住宅の施策にも取り組もうと

いうことで今アンケート調査等、様々な状況調査をしているところであります。こうい

ったものがどこにできるかというところにもよりますけれども、子育て世帯向けの集合

住宅等で賃貸住宅が町内少ないというところもありますので、こういった需要がカバー

できるものが施設として町内にできてくると、さらにその保育所の子供の入所予測以上

に子供が増えてくるというところが当然考えられます。これに対応してあらかじめ人を

確保するというところは難しいわけでありますけれども、施設等に関しましては計画的

に足りないところが見えてくれば、早めに手を打っていかなければいけないというふう

に思っております。

基本的には、ほかの自治体の保育士の正職割合というのも、ほかの自治体に比べて割

合が低いというところもありますので、そういったところも少し改善はしていかないと

いけないかなという認識はありますけれども、人の問題、容量の問題、どっちもうまく

今後の需要に基づいて対策を適宜打って、移住定住の促進に努めていきたいというふう

に考えております。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。あと残時間が３分ですのでよろしくお願いします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 先ほど担当課長が申し上げたとおり、本町の保育所では有資

格者の最低基準は満たしておりますが、今後その途中入所ということにも対応するので

あれば保育補助の有資格者の確保が必須になってまいります。今後その移住定住策がど

んどん進められていけば、やはりこちらも余力を持って有資格者を確保することによっ

て保育の質を高めることにもつながると思っておりますので、例えば今後のこちらの対

応としましては県内の保育士を養成する学校ですとか、また県外、松江のほうとか、そ

ういった保育士を目指す学生に対して大山町のこの保育のよさ、大山町の環境でこのす

ばらしい環境の下で子供たちを育てるのに来てほしいというようなアピールをどんどん

行いまして、大山町で保育士として頑張りたいというような人材を確保するということ

で積極的に動いていこうというふうに考えております。以上です。
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○議員（１番 森本 貴之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 森本議員。

○議員（１番 森本 貴之君） 終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで森本議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） ここで休憩といたします。再開は１１時３０分とします。

午前１１時２０分休憩

午前１１時３０分再開

○議長（杉谷 洋一君） では再開します。

次に、１２番、吉原美智恵議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） それでは、通告に従いまして２問町長に質問いたします。

まず、１問目です。コロナ禍における高齢者の外出支援はということです。

新型コロナの影響が続く中、高齢者の外出自粛が長引いているこの頃であります。高

齢者をめぐるいろいろな調査を見ると、社会参加や交流支援がある人に比べ社会的に孤

立している人は体力低下や認知症、要介護認定、死亡の割合が高いというデータが蓄積

されております。外出自粛が長引くと、感染症予防にはいいですがそれ以外の健康被害

を招くことになります。また、外出をためらっている方が増えることでタクシー事業者

に影響が出ていることも踏まえ、お買物券を活用する場合等の助成制度の検討や使いや

すいデマンドバス事業の改善が必要ではないかと考えます。いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 吉原議員からのコロナ禍における高齢者の外出支援についての

御指摘にお答えいたします。

コロナ禍により外出をためらわれる方の外出されない一番の理由は、外出先や公共交

通機関の利用によりコロナウイルスに感染しないか心配されるためと考えます。したが

いまして、お買物券を活用する場合の新たな助成を行うよりも、安心して行きたいとこ

ろに外出できるよう外出先施設や町民の日頃のコロナ予防の取組をさらに徹底し、周知

することが重要ではないかと考えます。また、スマイル大山号をはじめとする公共交通

機関の感染予防に対する安全性を確保するとともに、その安全性を周知することも重要

と考えます。

町民の感染予防の行動意識が定着し、コロナ感染に対する住民不安を払拭することが

何よりの外出支援策になり、ひいては高齢者の健康対策になるものと考えます。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。
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○議員（12番 吉原美智恵君） 私の提案については、真っ向から角度が違う意見だなと

思っております。

今のコロナの状況は、確かに西部地区で出ましたけれどもウィズコロナの関係で実際

にはやはり会合などももちろん自粛もしておりますけれども、ある程度距離を取って開

かれている会合もあります。ですので、外出支援でなくって健康を守るのは出ないこと

というふうになってしまうと、本当に出たくても出れない人もおられます。実際にお買

物券の活用で、今、お昼はすごくにぎわっております。もう私たち、委員会で１時間の

時間内に食事を取ろうと思いましたら大変なことでございます。あちこち行ってみると、

もうどこも駐車場も満員、場所も満員。放浪の民になっておりますけれども、何とか１

時間で委員会で食べて帰るわけですけども、でもそれはそれで本当にある程度いいこと

だなと思います。ですので、実際にはもう状況的にはいろんな緊急事態が起こるまでは

一応ウィズコロナの今の状況だというふうに把握しております。

ですので私が申し上げたいのは、まず老人クラブの行事なんかもなくなっておりまし

て、とにかく高齢者でお元気な方で免許がない方などが出る機会が本当にないです。で

すのでそういうことになりますと、人間は社会的動物とかってどっかの哲学者が言って

おりましたけれども、やはりそういうところで精神的にもかなりきついと思いますし、

そういうところを改善するためにできる限りはある程度は応援するべきかと、そういう

ふうに思っておるわけです。ですのでデマンドバスの利用も案外減ってないそうでござ

いますけれども、やっぱり改善が必要ではないか。利用しやすくて、出れる会合には出

れる。せめて昼食を１か月に１回でも取れる、そういうことも大事かと思いますがどう

ですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

吉原議員御指摘の免許を持たない高齢者で元気な方で外出をされる機会が減っている

のではないかということですけれども、数字としてはっきりつかんでおりませんけれど

も、町内で１事業者しかありませんが、公共交通の一役を担っておりますタクシー会社

にタクシーの利用状況、あるいはデマンドバスの利用状況を聞きますと、これドライバ

ーの感覚値あるいはその会社の感覚値でありますけれども、あまり変化がないというふ

うに聞いております。したがって、必要な外出等においてはためらわずに出られている

方というのが多いのではないかなというふうに思いますが、町内では各取組やイベント

等が少なくなっていますので、それによる外出機会の減少というのはあろうかと思いま

す。こういったところは無理に感染リスクがあるのにどんどん出てくださいというよう

な状況にもありませんので、自宅にいながらも介護予防になること、健康づくりになる

ことをしっかりやっていただく取組としまして、大山チャンネルを活用して大山賛歌体

操の周知するための新しいバージョンをつくって流したりですとか、いろいろ取組をし

－１６３－



ているところではあります。

まだまだ新型コロナウイルスの終息というのは見えてきません。これはワクチンが行

き届くまで終息はしないだろうというふうにも見られているわけでありますけれども、

そういう状況においては社会的活動をどんどんしてくださいと。感染リスクも気にせず

どんどんやってくださいというような状況にはありませんので、バランスを考えながら

していきたいというふうに思っています。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 確かに利用者数というのは私も交通会議傍聴させていた

だきましたけれども、結局は固定化していて５００円丸々払う人ではなくって証割とい

いましてある程度いろんな対象になる方、要介護者とかの外出支援の方がデマンドは３

００円になるとか、そういう方たちが一定に定着しているというふうに見てもいいかと

思います。ただ全体的には全部減っているわけで、４月も５月も６月も、４月が３６％、

５月が６３％、６月が４６％減っております。それの分析は常時使っている方が介護施

設に入られたりというふうにもなっておりますけれども、やはりその辺でふだんはいろ

んな行事に出られたり老人大会か何かの運動会などは各地域をバスが巡回しまして乗せ

てもらって行ったりできてたわけです。女性団体の会合などもなくなりましたので、全

体でする場合にはちゃんとバスが通ったりして出る機会があったわけです。ですので私

が心配するのは、たまにコロナでそんなに頻繁には訪れませんけれども出会ったときに

女性の元気な方が、免許がないんですけど、一遍に老けておられたり、本当です。私な

んかも出なかったら何か髪も構わなかったり服装も構わなかったり化粧もしなかったり

する場合もあったりしますので、そういうところでちょっと気になるところで、ある程

度出たい方でそんなに密になるところでなくって、例えば自主組織でやっぱり喫茶を何

とかそれぞれにディスタンスを取ってやっていますので、喫茶かくわも今日やってます

けれども、それは本当に人数は少ないです、もちろん。場所もすごく広く取ってありま

す。消毒もします。その中で、何人か来ていただいてやっています。それはリスクを負

いながら。ですけど、やはりふだん全然出られなくて何にもせずに、元気だけど家の周

り散歩してますだけじゃやはり病気になるというか、精神的にも歩くタイミング的に足

の老化とかあるかも分かりませんし、そういう意味である程度は距離を取って、行政も

ですよ、町民と距離を取りながらでも離れ過ぎてはいけないと思うわけです。ですので、

デマンドバスが５００円往復でかかるんですけれども、何かこのコロナ禍の間は特別に

みんな一律３００円にするとか、やっぱりお金は要りますけれども、ある程度コロナ支

援と考えればそういう方策も考えていただきたいなと思うわけです。

私たち議会が感染症対策に関する要望書を出しました、議長とともに。一番、第一弾

とも言いますけれども、第３番目に総務委員会でこれは提言したんですけれども、新型

コロナウイルスの感染拡大により飲食店やタクシー事業者に影響が出ており、外出をた
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めらっている方も増えている。そこで、タクシーを利用し飲食店を活用される場合のタ

クシー助成制度を検討されたいというように申し述べております。要望を出しておりま

す。これについて検討はどのようにされたのでしょうか、お聞きします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

先ほども少し触れさせていただきましたけれども、タクシー事業者のほうに直接伺い

まして、タクシー利用者が増えるような助成制度、利用促進策した場合にどうかという

ような意見を求めましたところ、対応できないと。現状で利用も多いので、コロナで利

用が減ってるわけではないので、これ以上増えても車両台数、ドライバーの人数ともに

対応は難しいというようなお答えをいただいているところでございます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 検討されたのかと聞いてるわけですけれども、タクシー

事業者のことだけでなくって住民の立場に立って考え方があったかと思うんですけれど

も、取りあえず総務委員会はタクシー業者の方もお呼びして懇談をしたところでありま

す。確かに９時頃がすごく満員で、その次のピークが過ぎるとある程度は余裕があると

言っておられましたので、私としてはちょっと今の話からいきますと、よその自治体も

してますけど、この「ＴＡＫＥＯＵＴ ＤＡＩＳＥＮ」であちこちおいしそうなものが

いっぱい並べてあります。（資料の提示あり）もう家にない方もおられるかも分かりま

せんのでもう一回出してほしいなと思うぐらいですけれども、値段を入れて。このテー

クアウトも、やっぱりもらいに行かなければいけません。取りに行かなければいけませ

ん。ですのでそのテークアウトのこのものとコラボさせてもしかしたら改良ができるん

じゃないかというふうに、タクシー事業者にお金を少し補助してこの宅配と一緒に「Ｔ

ＡＫＥＯＵＴ ＤＡＩＳＥＮ」と、また人も乗せたり、そういう取組、仕組みというの

は考えられなかったのかお聞きします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

隣の米子市みたいに飲食店がたくさんあってタクシー事業者もたくさんあって、その

中で余力を活用して柔軟にやっていくというのは非常に有効な施策であろうかと思いま

すけれども、大山町の場合テークアウトのお店もそんなに物すごいたくさんあるわけで

はありません。さらには、タクシー事業者は１事業者しかございません。そのタクシー

事業者も、確かに委員会のほうでいろいろお話を聞かれたかと思います。その話も伺っ

ておりますけれども、時間帯によって忙しいときがあるという話もありましたが、例え

ばタクシーの時間帯でいえばそうでありますし、それより早い時間、朝それから夕方、

－１６５－



この事業者はスクールバスの事業も委託をしておりますし、それ以外、タクシー以外に

はデマンドバスの事業も委託をしております。公共交通に係る部分かなり委託をしてお

りますので、さらにこれでテークアウトの対応というところで事業者もそれで潤沢に利

益が上がればいいんでしょうけれども、恐らくそこまで利益が上がってこないというこ

とを考えますと、なかなか事業者にとっては難しい事業になろうかというふうに思いま

す。

テークアウトを進めて飲食店も売上げが減っていて困っていればいいんでしょうけれ

ども、今、吉原議員が御指摘いただきましたように「ありがとう！大山みんなで応援

券」の活用によって飲食店も非常に売上げが上がりつつあるというふうに聞いておりま

す。

もう一つ言いますと、どんどん外出をしてもらうようにという呼びかけを吉原議員さ

れておりますので、テークアウトをどんどん利用してください、家で食べてくださいと

いうのは外出をどんどんしてくださいという呼びかけの逆効果にもなりますので、全体

としましてほかの自治体でやられてるようなテークアウトをタクシー事業者と連携して

取り組んでいくというところは、現状では難しいのではないかなというふうに考えてお

ります。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 言われますことは、要するに出られる人は出て食べてお

られるということは認めておられると思います。今満員の状況ですからね。ですのでそ

の中で出られない人、結局こういうものを配っても取りに行くことができなくて、商品

券は手元にある。そういう状況の人はおられるかも分かりませんので、これって期間も

限られております。ですので、せめてコロナ禍における高齢者対策としてタクシー業者

というか、今の唯一ですけどデマンドバス業者というか、その方に対してのちゃんと補

助をきちんとして採算が合うように、確かに人数的にはそこまでお金がかかるかどうか

と思いますよ。要望というところでは人数としてはどこまでというのがありまして、自

分で行かれる方はいいわけですから、家に今取り残されて身動きもできなくておいしい

ものを食べに行かれん。そういう人についての取りあえずの施策で、いろいろいっぱい

コロナ禍対策をしているわけですから、それはできるのではないかと申し上げているわ

けです。ずっと永続してこの事業をせよと言っているわけではなくって。ですからその

食べに行かれる人、ある程度距離を保ってですけれども会合に出れる人。それで出れな

い方についての何かコロナ禍におけるこの状況の中でいろいろな対策を、いろんな事業

を補助金出しておられます。支援金出しておられますので、その中でこれを考えられな

いかと今提案してるわけで、それについては人数的にも全然規模が違いますので、高齢

者が多いとはいえ。やはりある程度は限られた人数で対応できるのではないか。そのこ

とについてどのように企画としては、何かこの要望書について企画の中のほうでは何か
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皆さんで知恵を出し合って事業について検討されたか。そのこともお聞きして、今２つ

お聞きしております。短期間ですのでできないかということと、宅配を兼ねてというこ

とと、この検討について企画の中ではどのように話をされたのか、要望について。それ

を２つお聞きします。

というのが、貨客混載というのもこれから考えておられるみたいです。考えてみれば、

それと同じような雰囲気になってくるんじゃないかなと思いますので、案外取組として

は前哨的な取組というか前衛的な取組で限られた期間やってみるということもできるん

じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

企画ではどのような検討がされたかというところですけれども、先ほど来私が答えて

おります内容は企画で検討していただいて、その結果、私ども協議をして、その上でお

答えをしていることであります。企画が検討したところでまだ答えてないところがあれ

ば補足的に後で答えさせますけれども、基本的には先ほどお答えしたことが企画で検討

していることであります。

貨客混載に関しましては、これは物流の、あるいは配送のシステムが出来上がってい

るものを、それを一部を請け負って人の移動と荷物の移動を一緒にするというものであ

ります。テークアウトの飲食店から食べ物を引き取って個人宅に配送するというのは新

たな仕組みづくりが必要でありますので、貨客混載以上に仕組みをしっかり考えなけれ

ば採算性は合わないということになります。貨客混載は採算性向上のためと、あとは物

流会社の今後の持続可能な仕組みづくりというところでさせていただいておりますので、

飲食店のテークアウトとはまた別。同じような物を運ぶということになりますけれども、

別の考えでございます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） ちょっと私も貨客混載を言っちゃうとややこしいかなと

思って、それは別の制度と分かっております。これから研究せないけんし、まだまだ乗

り越えないけんこともあります。のような感じで、町独自で米子市もやっているという

ことはできるということで、そのことを申し上げたいわけです。ですから、町独自でこ

の期間だけテークアウトのせめてお届けができたり、とにかく免許返納も今回３４人と

聞いておりますけど、その方たちがどうしておられるのか気になりますし、やはりそう

いうところである程度コロナ禍に対する高齢者の外出支援として独自の政策を考えませ

んかということで、例えばこれでテークアウト、せっかくおいしそうなものが並んでい

ますけれども、お店によっては時間に、１時になるか１時半になるか分かりません。そ

れを夕御飯に食べるか分かりませんけれども、とにかくそういう何か工夫をしていただ
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いて、コロナ禍における今外出自粛というか、家の中にどうしても行事もなくておられ

る方たちに何か明るいニュースができないかとそういうふうに申し上げておりますが。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

繰り返しになりますけれども、米子でできているものを大山町でできないかというと

ころは企画にも考えてもらっています。ただ、何度も同じ答えになりますけれども、米

子の場合はタクシー事業者がたくさんあって、タクシーも市内に無数に走っている。い

ろんな場所で待機をしているタクシーもある。飲食店も数が多くてたくさんあって、平

均の配送距離も当然短くなるということで成り立っている事業でありますので、中山間

地域である大山町でそれを行う場合にタクシー事業者が１つしかなくて、台数も何十台

もない状態で、特に待機をしているところが無数にあるわけでもない。こういう状況で

同じような仕組みを組み立てようとすると、物すごく多額の補助をして財政的にかなり

の負担を出しながらやるという選択も考えられるわけですが、果たしてそれで効果が出

るのかというところが課題であろうかというふうに思っています。

個人のなかなか外出ができない方への支援というのも非常に大事でありますので、テ

ークアウトでありますとか外出支援以外の部分で何かできないかというところは、福祉

の部門のほうでもいろいろ考えてもらっているところであります。外出ができない方だ

けが喜ばれる支援策ということではなくて、やはり町内の事業者でありますとかそのほ

かの関係する町民みんなが喜ぶような支援策になるように、今後も検討していきたいと

いうふうに思っています。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 行政マンと町長はすばらしい頭の持ち主ですのでいい取

組を考えていただきたいと思いますが、最後にデマンドバスも使いやすいというところ

で改善が必要ではないかということを質問しております。

今、デマンドバス申し上げましたようにやはり自分が今補助を使って３００円で乗ら

れる方が多いと思うんですね。なのでそれはそれですけれども、皆さんの交通手段とし

て使うためにデマンドバスが乗り方とか目的地が増えたり、それから乗り降りする場所

が意外と住民さんの要望で決まるとか幅広くなっているとか、そういうところのことが

あまりまだ周知されてなくて、ちょっと乗り方ももう一回復習しないとすっかりもう自

分としてはあまり乗りにくいイメージしかないとか、帰る時間予約せんといけんから難

しいとかそういうことになっていますので、それについてある程度もっと改善して、や

っぱりみんなの公共交通というふうになっていくといいなと思う、デマンドバスについ

ては。それについて、この項目で最後に質問いたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） デマンドバスを使いやすくするための議論というのは、公共交

通会議でも今後主要なテーマになっていくものというふうに考えております。デマンド

バスも制度が立ち上がった当初とやはり利用状況や環境が変わってきておりますので、

今後の大山町の持続可能な公共交通の在り方を考えた際に、今のデマンドバスの形が必

ずしも正しいというふうには考えておりません。今後も利用者の声をしっかり聞きなが

ら、利用してもらいやすい公共交通の在り方を考えていきたいと思います。これはコロ

ナに限らず大山町の中長期的な課題でありますので、しっかり協議を進めていきたいと

思っておりますし、吉原議員は非常にアイデアも豊富でありますし地域の声もしっかり

聞かれておられますので、これからも有意義な御提言をいただいて力を合わせてこの新

型コロナウイルス感染症を乗り越えていきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 次に行きます。

○議長（杉谷 洋一君） 次は２問目ですね。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） ２問目は午後からにしていただければちょうど区切りがいいと

思いますので。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、分かりました。ちょうどいい時間になりました。

○議長（杉谷 洋一君） では、ちょっと昼には早いですけどここで休憩し、再開は１時

から吉原議員の２問目からということで行いたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

午前１１時５５分休憩

午後 １時００分再開

○議長（杉谷 洋一君） では再開いたします。

吉原議員の２問目の地域自主組織の現状とこれからということで入りたいと思います

ので。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） では、２問目に移ります。地域自主組織の現状とこれか

らはということで町長に質問いたします。

住民と行政との協働のまちづくりを推進するため設立され、活動が支援されていると

ころではありますが、各地域ごとの特色や具体的実施事業にも大きな差異が見られる状

況にあります。決算では、補助金等で ０００万以上の事業となっています。このたび、
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町内１０地区の旧小学校区全ての自主組織が設立されたわけですが、今後どのように住

民と行政の協働の地域づくりを目指していくのか質問いたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 吉原議員からの地域自主組織の現状とこれからはとの御質問に

ついてお答えいたします。

御質問にもありますように、昨年１１月に光徳地区で地域自主組織が設立されたこと

により、町内１０地区ある旧小学校区全てで組織化されたところです。

まずは現状についてですが、各組織の活動内容におきましては、それぞれの組織が主

体的に地区ごとに抱える固有の課題を把握し、その解決策を住民と協働して解決するべ

く取組を進めておられます。ただ、各組織間の運営経験年数には大きな差があります。

設立してから１０年弱の組織もあれば、１年未満のところもあります。成熟度や認知度

にも隔たりがあることから、具体的実施事業に差異が見られるのはまだやむを得ないこ

とだと考えておりますが、一方で地域自主組織ごとに特色があることは逆に望ましいこ

とだと思っております。今後は集落間での助け合いや地域内交流により組織の認知度を

高めるとともに、組織にあっては地域課題の掘り起こしが行えるよう必要な支援を行い

たいと考えております。

また、さきに述べた支援を通じて地域内だけでなく地域自主組織間の連携による地域

間交流を活発化させることにより組織は成熟度を高め、より幅広い活動を担っていただ

くことを期待しております。

その過程の中で、地域課題の解決方法を模索している組織には行政がサポートし、ま

た公共サービスの行き届かない部分などきめ細やかな課題には行政に代わり地域自主組

織に担っていただくなどして、お互いの協力によりよりよい地域、さらには大山町を目

指していくことが住民と行政の協働の地域づくりと認識しております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） この自主組織については、私、毎年質問しているような

状況で、昨年も質問させていただきました。なかなか差があることを大分私も申し上げ

まして、その差をどのように埋めていくのかということもお尋ねしました。

くしくもこれが監査委員さんの結果が出ておりまして、その中に自主組織について書

かれたものが平成３０年度の定例監査の結果についての中に入っておりました。そこで

指摘を受けておるのがまさにこの問題点でありまして、読ませていただきます。自主組

織は役員を中心として地域を自らの力で守り発展させるために日々尽力され、その姿に

は深く敬意を表する。また、地域ごとの特色や具体的実施事業にも差異が見られたが、

いずれも地域自主組織の設立・普及促進事業実施要綱の目的には沿ったものであるとい
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うふうには認めておられます。ただ、事業が今後どのように持続しということが文章に

書かれております。今よりさらに地域に新たな公共の担い手としての一翼をなすのかに

ついては当然ながら行政としての責務が存在するというふうになっておりまして、これ

からの問題として仮に主体性という名の下において各自主組織を放任し、各地域自主組

織の自助努力のみに各地域の住民福祉の向上を担わさせるのであれば、今はまだ地域自

主組織に関わっていない住民や、あるいはその目的などについての該当地区住民の理解

度の温度差なども併せ、将来的には地域間格差につながりかねないと危惧するというふ

うにあります。これについて、どのように考えられますか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 同じように考えております。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） それはよかったです。同じ問題意識を持っておりまして。

それで実際に今やっていく中で、本当に明らかに施設の問題とか全部差があるんです

ね。そして、その中で役員さんも一生懸命やる。役員さんはやっていますけれども、い

つも申し上げますようになかなかその役員さんだけでなくって、広がりとかそういうと

ころで自主組織の存在意義ということについてもうちょっと考えていかなければいけな

いのではないかと思うわけです。活発なところは問題意識を持ってやっておられますけ

れども、やはりこれは自主組織の責任というよりは場所の問題もあったり、できるでき

ないについてですよ、そのこともあったり、それから自主組織の背負う役割が結局は本

当にきちんと町の自主財源のせめて確保でもないけれども、逆に節約になる、事業費が。

そういうところが出てくると自主組織が存続するという意義も出てきますし、ふるさと

納税で各地区が募集してかなり差があるようですけど、それでするのもいいですけれど

も、やはり住民が担っていくその町の財政を鑑みながら自主組織の存在意義を認めると

いうところがすごく欠けているんじゃないかと思うわけです。ですので町の事業をある

程度担って、特に福祉などの事業にしますといろんな教室がありますけどあれをきちん

と担ったり、実際には庄内などは教育委員会のグラウンド整備とかグラウンドの草刈り

はもともとは教育委員会が経費を出してやっておりましたけれども、それは今ボランテ

ィアで自主組織がやっているわけですけど、何かやはり町の事業費に対しての役割とい

うのがこれから求められるんじゃないかと。それをただ一律的にという意味でなくて、

それはいつも町長が答えます。じゃなくって、自主組織がこれができます、しますとい

うことをきちんとどの範囲でもできる、福祉協議会のもんでも。そういうような捉え方

で一度行政と一緒に話し合って、そういうのでいくとちょっと違ってくるんじゃないか

と。今は自主ですので事業が中心、結構催物とかそういうことが中心です。それも絶対

必要です、人が集まったりするのに。ただ、コロナの影響でほとんど事業ができており
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ません。そうなってくると、やはりなかなか事業中心でやってきた、行事中心でやって

きた自主組織というのは今物すごく何にもできない状況で、何とか細々とできるところ

はやってる状況です。そういうところでどのように考えますか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

どのように考えますかということなので幅が広いのでどう表現したらいいか困ります

けれども、自主組織がイベント中心に様々な行事を中心にやられてきたというところは、

活動の経過としてはございます。これは自主組織自体がその組織を構成する人を地域で

しっかり集めて自主的に動ける組織づくりということで、ある程度広い範囲でその補助

金支出等も認めてきた経過がございます。ただ、これは本来の地域自主組織の役割ある

いは目的、こういったものと必ずしもイコールではないというふうに考えております。

吉原議員御指摘のとおり、これからは地域福祉の面であるとか様々な行政サービスが細

やかに行き届かない部分に地域自主組織が行政に代わって地域の課題に応じた全１０地

区一律のサービスではなくて、細やかなサービスが提供できるような体制づくりという

のが必要であろうというふうに考えております。

そのためにも、行政もどんどん自主組織のほうに行政の仕事を出したらいいじゃない

かというような考えがありますし、行政としてもそのように考えておりますが、お金を

出すだけでその事業が受けられる体制があるかないかというところが一つ大きな課題だ

と思っています。人がいて、あるいは専門的な知識や経験があって、それによって行政

の担っている一つの事業を受けていただく。具体的に言うと福祉的なサービスでありま

すとか、例えば介護予防にしてもただ単に体を動かせばいいわけじゃなくて、専門的知

識によって様々な体の機能であるとか脳の機能であるとか、そういったものを活性化さ

せるような運動をする必要があるわけで、ただ単に誰でも委託料を払えばやっていただ

けるような事業ではないというふうに考えておりますので、そういった面で各自主組織

の人材、地域の人、それをどう巻き込むかというところが今後の地域自主組織の大きな

課題であろうというふうに思っています。

行政が仕事を出せば人材は集まるのか、人材が集まれば仕事が出せるのか。どっちが

先かという議論もありますけれども、少なくとも行政が行っている専門的な地域のサー

ビスに関しては自主組織が担えるような人材の体制、組織の体制をつくっていく必要が

あると思っておりますし、それを支援していく必要があろうというふうに思っています。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 確かにそれは自主組織のメンバーもいつも考えているこ

とで、そうはいっても悩ましいのは担える人材と、それからどういう事業があるかとい

うことのかみ合わせが大事ですし、そういうことで行政の職員さんもたまには自主組織
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にいらっしゃって懇談することも必要かなと思うんです、この時期。

そして、その自主組織が今地域の課題解決で実際にはいいこともありました。集う場

所をちゃんと設けるということは結局は福祉の関係になってこようと思いますし、それ

を発展すれば福祉協議会が担っているいきいきサロンとかそういうことになっていくの

かなと思いますし、ただそれをちゃんとマッチングさせるというか、そういうところが

集落支援員さんもおられましてよくなりましたけれども、やっぱり集落支援員さんもあ

まり行政の事業とか分かっていませんので、やはりそういうのを会長さんだけでなくっ

て事務局長とか集落支援員さんとか含めて行政と一度懇談する会とか、そういうことが

必要かと思います。

例えば、海岸清掃などもすごくいいことでやってます。ボランティアです、全く。あ

る程度これは。ですので役員さんが出ていって、何となくもう人数的には頭打ちしてる

んですけれども、その辺のことも清掃作業としてきちんと本当は海岸だけでなくって、

海岸でも一部しかできないんです。ボランティアなので２時間したらもうくたびれなる

ので、残りが残ったりしますので、その辺で住民生活課とのコラボとか、やはり行政と

お互いに打ち合わせしてできるものとできないもの、ある程度有償ボランティアででき

ることとか、そういうことに発展していかないと確かに工夫してるところはいいでしょ

うけれども、じゃ工夫したりそういうことを考えたりするのが自主組織の責任かと言わ

れたら、そこまで負わされるとボランティアで役員してる人も大変ですしというところ

で、そういう会合を持ってほしいなと思うわけです。きちんと事業について見直しをし

て、どこまでできるのかということを誰に任せるかって、集落支援員さんや会長だけ、

事務局長だけでなくって、行政と一緒に懇談できる会。やっぱり会長さんだけだとどう

しても連絡だったりそういうことになりますので、そういう実際にこれからどうして行

動していくのかということをお聞かせください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 現状でも地域自主組織の皆さんと担当課と意見交換させていた

だいておりますし、私も座談会ということで自主組織の方と意見交換をしたりというこ

とはあります。その中で、各自主組織の構成しているメンバー全員と意見交換というと

ころは難しいかなと思いますが、可能な限り細かに声を拾っていくためにも担当課でそ

ういったところは工夫していきたいなというふうに思っています。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） そうしますと、今のところ一応いろんな地域間格差とい

うかそういうものはできていると思いますので、実際にじゃ今お金が３００万ずつ自主

組織に財政支援されておりますけど、逆に言ったら今のこの状況から見ても自主組織の

ほうがこれだけ要りますというふうにこれからなっていかんといけんと思うのですよ。
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ですからこんな事業をします、これします、これは引き受けますとかそういうことで自

分たちで組み立てて、３００万一律でなくってこの年はできないとか、今回コロナがあ

りましたけども、やはり自分のほうから１００万か１５０万要るのか。そういうふうに

事業に対してきちんとお金を見積もって、請求していくということも大事ではないかと

思うんです。一律３００万じゃなくって。あるところによればもう施設がすごい十分充

実しとって、逆に指定管理で宿泊をしたりしているところもあるわけですから、一律３

００万というのはどうかなと思うわけですけど、それについてどうですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 活動の補助金の３００万ですけれども、これは設立以来同じよ

うに支出をしてきております。この３００万の補助金のかなり批判的な意見も、議会の

ほうや地域のほうからも出ています。何で批判的な意見が出るかというと、その自主組

織で例えばイベントをして、あるいは飲み食いをしてそういったものにお金を使ってい

るとか、地域の課題というよりは自主組織に集まった人たちがやりたいことをやって、

それにお金を使っとる。そういうような批判がございます。これはやっぱり補助金を支

出する目的やその使い道をもうちょっと明確化しながら、町民から見て適切な補助金の

使い方になっているというような形を目指していかなければいけないというふうに考え

ています。

そのうちの一つとしましては、やはり幾つかメニュー化をしながら行政として例えば

こういう地域福祉サービスをすればこういった補助金が活用できますとか、補助ででき

ない部分はある意味委託事業のような形で出すこともできると思いますし、様々な仕事

の出し方、お金の支出の仕方があると思いますので、そのバランスを見ながら今の一律

３００万で自由に使ってくださいというような形の補助金ではなくて、形を変えながら

もっと自主組織の皆さんに地域の課題を自主的に解決する使い道に使っていただきたい

なというふうに思っています。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 今ちょっと語弊があったと思うんですけど、飲み食いと

かなんとかって言われますけど、１０地区全部回ってほしいと思います。いろんな組織

がありまして、別に逆にボランティアでこの間もありました、グラウンド清掃を一生懸

命してお茶１本でございますから。大概ほかのときにもボランティアが一生懸命やって

も全然されないで、私は逆に楽しいことをしてください、会費出してもいいからって事

務局長に訴えておるぐらいです。人が減ります、楽しくないと。そういう組織もありま

すので。そういう組織で積み上げていってこれだけ要るという場合もありますので、そ

れもちょっと語弊があったなと思うわけです。

そして、よかったのは忠魂碑なんかの問題がありまして、それは自主組織で引き受け

て、遺族会の方もようせんということで。そういうことも課題で解決を見たというのは
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すごくよかって、そういうことはいいと思うんです。ですので差があるというのは、修

繕費なんかにしても施設修繕もこれから起こってくると思うんです。もともと老朽化し

たところとか設備がいいところ、すごくばらばらですので、そういう意味でも予算化を

自由にしてくださいと。今年は修繕費も含めてこれぐらい要りますというふうに持って

いくのか。とにかく差異を認めながら発展させていくことということを考えていかんと

と思うわけです。ですので、やはり行政と密に連絡を取ってきちんと事業を担うとか、

それから今は結局は役員もボランティアですので、活発なところと活発でないところで

きてますので、ある程度行政の一翼を担って生きがいを持って実施、運営できる、そう

いうふうな方向でしていただきたいということと、飲み食いとかそういうところはある

か分かりませんけれども、そのことに使ってないで逆に楽しくなくなって人が減ってる

みたいなことになってますので、そういう実態に合わせてきちんと自分たちが事業を計

画していろんなことができて、自分たちで予算が組めるように、大変ですけどね、集落

支援員さんが今できましたので、そういう方向でやってほしいという意味でありまして、

それはどうですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 自主組織の皆さんいろんな活動していただいてまして、吉原議

員が指摘されるように福祉的な事業もありますし、清掃活動されているとか、今では新

しい取組で共助交通とか、地域によっては防災の活動だとか様々やっているわけであり

ますけれども、先ほど例示として飲食が駄目だというような表現に取られたかもしれま

せんが、例えばその地域活動をする上において様々な人や集落との交流、こういったこ

とで地域の中で交流を促進させるために飲食が必要であれば、それはある程度必要経費

ではないかなというふうに思っておりますので、一律で飲食は駄目だということではご

ざいません。いろんな活動がありますので、その地域の実情に応じて地域の公益性の高

い事業に使われているということであれば問題はないのかなというふうに考えておりま

す。

施設の修繕等に関してですけれども、これは今地域自主組織のほうで固定資産を持ち

ながらやっているところというのはほぼないわけですけれども、町有施設に入ってそれ

ぞれ自主組織やられていますので、これ先々もしその施設を町有施設から各自主組織に

持ってもらう、固定資産を保有するというようなことになれば、じゃその維持管理経費

あるいは先々の建て替えだとか、そういうことをどうするんだというような議論になり

ますので、それは各自主組織の意向としてどういうような形でやっていかれたいかにか

かっている。これは一方的に町が施設を自分たちで全部維持管理してくれというふうに

押しつけるものでもありませんし、今の形を必ずやってくださいというようなスタンス

でもありませんので、そこは自主組織の皆さんの意見を聞きながらやっていきたいとい

うふうに思います。
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○議員（12番 吉原美智恵君） 議長、時間がありませんので終わりますけれども……。

○議長（杉谷 洋一君） 吉原議員。

○議員（12番 吉原美智恵君） 委託可能な事業を精査して、協議してやっていただきた

いと思います。終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで吉原議員の一般質問は終わります。

○議長（杉谷 洋一君） ここで、マイクのバッテリー等点検もありますので休憩したい

と思います。再開は１時半ということですので、よろしくお願いします。

午後１時２４分休憩

午後１時３０分再開

○議長（杉谷 洋一君） では再開します。

次に、１１番、西尾寿博議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。それでは通告に従いまして質問したいと思います

が、マスクを取って質問したいと思います。今日は２つ用意しておりますので、１番か

らいきたいと思います。

これからの防災について。９月は防災月になっております。新型コロナによって、働

き方や生活習慣など大きく変化してきた。災害は忘れた頃にやってくる。昨今、記憶が

鮮明な頃、あるいは毎年やってくる状態が続いています。防災の備えは国や県の仕事で

もありますが、地域の備えは怠ってはなりません。そんな中で、防災の備えのやり方も

ハード面、ソフト面、避難のやり方なども考えを新たにしなくてはならないと思います。

したがって、質問したいと思います。

１番目、災害が起きにくいまちづくりについてどのようなお考えをお持ちでしょうか。

できれば町民に分かりやすい具体的な中長期的、できれば１０年くらいですが、プラン

があればお聞かせください。

２番目、自然災害でも感染症を念頭に対策が必要になってきました。避難所において、

三密による感染クラスターの可能性などにも配慮しなくてはならない。

３番目、土砂災害も頻繁に起こるようになりました。何が原因だと思われますか。一

つには、想定される以上の雨などが考えられますがいかがですか。

４番目、災害の備えの備品についても伺います。自主防災組織宛てに設備の買換え等

の要望取りまとめが来ていました。補助対象の見直し、あるいは拡充の考えはあります

か。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口大紀町長。

○町長（竹口 大紀君） 西尾議員の１点目、災害が起きにくいまちづくりについては、

現在県から助言をいただきながら鳥取県西部町村国土強靱化新規計画において西部７町
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村で進めております。この計画はハード、ソフトの取組を効果的に組み合わせ、強さと

しなやかさを持ったバランスのある防災、減災の対策を進めていくものです。計画の期

間は平成２９年度から令和４年度までとなっておりますが、計画内容は期間中に目標に

対しての中間評価を行い、各町村の実施状況を把握し、次の第２期計画へとつながるも

のであります。中間評価を経て当初計画していた目標を修正するため、評価しやすい内

容にする必要があります。

また、事業について、国予算を活用する際には本計画での重点項目に上げる必要もあ

りますので、役場担当部署等と調整を行いたいと考えます。そして計画している全ての

項目において目標を達成していくことで、安心安全な地域づくりの構築につながると考

えます。

２点目、避難所においての三密による感染クラスター対策については、ハード面とし

ましては感染防止対策として必要な物品として消毒液、パーティション等準備しており

ますが、まだ不十分だと考えます。今回の補正予算において御承認いただいた後に、さ

らに必要な物品について確保したいと考えます。また、ソフト面といたしましては避難

された方への体温測定、健康チェックを行うようにし、濃厚接触者または体調不良と思

われる方については、一般の避難者とは別の避難スペースを使用するよう関係部署と調

整いたしました。そして、避難される方にもマスク着用、手洗い、せきエチケット等の

基本的な衛生対策を徹底していただくこと、そして避難者同士が十分な距離を取ること

等、避難される方の協力も必要となります。さらに、避難所への避難のほか安全な親戚

や知人宅への避難の検討もお願いすることにより、三密によるクラスター対策につなが

ると考えます。

３点目、土砂災害が頻繁に起こる原因は何かについては、国土交通省によると昨年度

全国で発生した土砂災害発生件数は ９９６件で、集計を開始した全和５７年以降４番

目に多い件数を記録しましたが、この５年間だけでも平成２７年を除き平均を上回る土

砂災害が発生しております。土砂災害発生原因の多くは台風や梅雨等に伴う豪雨であり

ますが、気象庁によると全国で一日の降水量が２００ミリ以上の日数や１時間に５０ミ

リ以上の短時間降雨の頻度などは年々増加傾向にあり、こうした雨の降り方の変化が土

砂災害発生の一因になっていると考えられます。

４点目、災害の備えの備品についてですが、大山町消防施設整備費補助金につきまし

て、自主防災組織が設置されている集落への上乗せの補助金が令和３年度をもちまして

終了いたします。各集落への自主防災組織設置率の増加を目的として平成２４年度から

補助金の上乗せを実施し、来年度で１０年が経過いたします。現在、大山町では１６５

集落に対し自主防災組織は１２３設置されております。集落内の世帯数の減少等様々な

事情もあり今後の組織率の大きな増加についての可能性が低く、上乗せの補助金を終了

することといたしました。

各区長、自主防災組織の代表者へ来年度の要望について調査中でありますので、消防
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施設や消防機械器具の整備事業を計画される集落につきましては必ず要望をしていただ

きたいと思います。

また、この件については区長会でも再度周知を行いたいと思います。さらに、補助金

につきましては毎年多くの集落が補助金を活用されることもありますので、今後も継続

する考えであります。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西尾議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） ４年ということですので、今年あるいは来年までには次

の計画をするということなんでしょう。これいつやるのかはっきりと、これ急がないと

駄目じゃないかと実は思っています。このコロナのおかげで、国も今年の５月ですか、

いろんな防災計画の見直しを実は出しております。これ県に対してなのか、町にも来て

おるんじゃないかなと思いますが、要は複合災害といいますか、結局避難場所でのコロ

ナ対策として一番私が読んで思ったのは、避難場所の増設というようなことなのかなと。

例えば町長、パーティションとか消毒液とかといろいろおっしゃっています。それも大

事でしょうけども、要は離れた場所になるべくならそこに移動させる。ということは、

１か所２か所３か所とか、今のところは例えば旧町単位でたしかやっておるはずですが、

今後インフルエンザだとかあるいはコロナの発生者が出た場合に、これ隔離しなければ

ならない。そうするとまず動線、動く道筋といいますかね、トイレへ行くのはどうやっ

て行くのかとか、寝るところはどうなのかということになってくると、これ隔離すると

いうことになると大変でしょう。そうした場合には、近所の例えば公民館なりを借りる

とかいうような避難増設が一番いいのかなというようなことを実は書いてありました。

そういったことも含めて、やるという計画は考えておるのかどうか。

そして、役場担当部署というふうにありますが、これ担当部署どこですか。そういっ

たことも含めてお答えください。

そして自主防災、私、実は集落の役員をしておりますので、通知が来ておりましたが、

どうも読むと消防の関係がほとんどだというふうに思われました。

そして期日も９月３０日。８月の２７日付で発送したので、９月の頭に来たのかなと

いう感じはしますが、３０日に締切りということで、１か月の間に役員会を開かなくて

はならない。実は私、開いておりませんが、そういったことで内容を見てもそういった

消火活動の施設あるいは道具、設備みたいなことが書いてありました。

この間、委員会で総務課長にお話を聞いたところによると、その他でまた別途必要な

ものがあれば御相談くださいなんてって言っておりましたが、一つも書いてないなと思

いますが、実はそういったコロナの関係でいいますと集落で実はこんなのが欲しかった

んだよというようなことが今後、役場担当課で分からなかったことが集落であるのかな

いのか、私は、そういったことも調査あるいは要望に上げていただいたほうが町として
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は対応しやすいんじゃないのと思います。これではいかにもこんなようなものを欲しか

ったら書いてよというようにしか何か見えないんですよね。というのは自主防災の会長、

担当というのは案外替わったりするんで、あっ、こんなものかと思っちゃうとこんなも

の、今後は新しくいろんな対応をこれから検討しなきゃならない時代にいつまでもこれ

ではちょっと物足りないのかなというふうに思うわけでして、ちょっとそのような、３

つほどですけど、お答えください。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

私と、あと担当課のほうから答えたいと思いますが、まず避難所の開設に関して、自

主避難場所等にしましても開設が旧町単位で中山、名和、大山でそれぞれ１か所ずつ、

これは当初開設ということで災害の発生が見込まれる際に開設をしているものでありま

すけれども、災害の規模や状況に応じまして町としましては、当初３か所ですが、合計

で３３か所避難所の開設候補先として確保をしているところであります。仮に今開いて

いる３か所の収容人数が超えるということであれば、随時開いていく、避難所を開いて

使用していく形になろうかというふうに思っています。

それから自主防災組織に対する補助のかさ上げ部分、拡充部分の見直しに関してです

けれども、これは補助金の制度自体がなくなるわけではございません。引き続き補助は

２分の１でさせていただこうと思っておりますが、４分の１上乗せで、今４分の３補助

ということになっております。この部分の補助がなくなるので、もし仮に二、三年先に

予定をしているものがあれば前倒しをしてでも早めにやっていただいたほうが集落の財

政的な負担は少なくなりますよというような御案内でありますので、引き続き今後、必

要なものが出てきた際には継続いたします２分の１の補助で活用いただければというふ

うに思っております。あくまでも自主防災組織を早く立ち上げていただくための促進策

としてやっておりました。集落の状況によって１００％立ち上げることは不可能ですの

で、今の状況見ますとそろそろ頭打ちに近いのかなというふうに考えております。その

促進策部分をなくすということで、補助制度自体は残りますので、そのように御認識を

いただければというふうに思っとります。

○総務課長（山岡 浩義君） 議長、総務課長。

○議長（杉谷 洋一君） 山岡総務課長。

○総務課長（山岡 浩義君） ２点目の質問の担当部署はどこかということでございます

けれども、これは多分国土強靱化計画のことを言ってらっしゃいますと思いますが、こ

のメニューというものが大変多くございます。ということで実際に例えば学校関係、あ

るいは橋梁関係、あるいは上下水道関係というようにいろいろな項目がございます。と

いうことで大山町としてどこを重点的にやっていくかということになった場合に、国土

強靱化は一応総務課担当しておりますので、その該当の担当部署と協議しながらやって
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いくということでございます。

あと３点目の補助金のことを言われておりますのは、多分総務課のほうから出しまし

た消防施設整備費補助金のことだと思います。これにつきましては来年度の予算要求を

するために各集落あるいは自主防災組織がどういうことを要望されているかということ

を聞き取りまして、来年度の予算要求に使うということで９月３０日までという、短い

時期ではございますけれども、各集落の要望を取りまとめているということでございま

す。

先ほど言いましたように、消防施設整備費補助金ということで基本的に消防施設が対

象ということになっておりますけれども、今後も自主防災組織ということになりますと

消防以外ということも出てくるのかなということを考えておりますけれども、ただ、自

主防災組織につきましては別途自主防災組織育成補助金というものがございます。これ

は避難計画あるいは訓練というものを行われた場合、または要避難者台帳なりを作られ

たら上乗せするというような制度でございますので、ここにつきましては何を買わなけ

ればいけないというようなことがありません。今回西尾議員が言われたところと防災グ

ッズなりというものと、補助金が先ほど言いました消防施設と自主防災育成事業補助金

と２つ立てに今現在なってますので、もしそういうことになるとまたちょっと補助制度

なりを手入れをする必要があるのかなということは考えますが、取りあえずというもの

は要望されるのかはしていただいても結構でございます。

○議員（11番 西尾 寿博君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） 西尾議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） どこの部署かと聞いたのは、コロナの関係でいいますと

福祉、保健関係も今後は関わってくるんじゃないかなと思って実は質問したんです。

そしてもう一個懸念したのは、避難場所が増えるということになると人員体制もそれ

なりに増えていくということで、そのようなことはシミュレーション的にやってるのか

なと。ただ言うだけではうまいこといかないと。いざというときに機能しなかったらど

うもならないのかなというふうに思ったりしますんで、ちょっとその辺りをもう少し詳

しくお話しください。

そして実は前回も言いましたが、防災監のこともちょっと一言触れときたいなと思い

ますが、去年の１２月いっぱいで辞められた防災監、今探してる最中だそうですけども、

町民の方はそのような経過を知らないと。私たちもこの間知ったわけですけれども、本

当で必要であればやはりしっかりと探していかなければならないというふうにも思うわ

けです。そのような状況も触れておきたいと思います。いかがですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

避難所の開設が増えた場合の人員体制の取り方等は担当のほうから説明させていただ

－１８０－



きたいというふうに思いますが、基本的には町職員で対応できないような大規模な災害

になれば県、あるいは県内の自治体、またさらには県外のほうで協力関係結んでいる自

治体、こういったところと災害派遣等に関する様々な取決め等もしておりますので、そ

こで対応していくことになろうと思いますが、詳細は担当のほうからお答えをさせてい

ただきたいと思います。

それから防災監に関しましては、このたびの一般質問でも質問をいただいていたかと

思いますけれども、今鋭意探しているところでありますが、これはもう誰でもいいとか

いうようなポジションではありませんので、なかなか人選が難しいというところがござ

います。ただ単に専門知識を有していればそれでいいわけではなくて、大山町の土地カ

ン、地理的な条件等がよく分かっている人でなければいけないとか、様々な条件があり

ますので、なかなかこれだというような人材が今のところ見つかっていない状況ではあ

りますが、鋭意努力をして町民の非常時、平時の防災に尽力していただく方を見つけた

いというふうに思っています。

○総務課長（山岡 浩義君） 議長、総務課長。

○議長（杉谷 洋一君） 山岡総務課長。

○総務課長（山岡 浩義君） 避難所が増えたときのシミュレーションということでござ

いますが、自主避難所ということで旧町単位で合計３か所今現在設置するようにしてお

りますが、今の現状でおきましては１か所におきまして３名体制で２交代あるいは３交

代というのを災害等時、災害が予想されるときにはそういう体制を組んでおります。

ただ、これにつきまして例えば避難所を増やすということになると、それなりの被害

が大きくなったものということになりますと、そこの内容によってくるというふうに考

えとります。各課におきまして一応災害が起きたときに役割分担ということをしており

ます。

ただ、その内容によりまして人が回せるところなりは回していくということで、それ

でも回らなかったというときには、先ほど町長が言いましたように外からの応援という

ものをお願いいたしまして運用していくという格好になろうかというふうに考えます。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西尾議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） そのように言うんでしょうけども、実際国のほうも言っ

とるんですよ。全てのところへ災害直後に助けに行けるわけではありませんと。これ消

防、警察、自衛隊ですよ。まして養父市のような遠くから来るのに時間かかるようでは

間に合わない。

それで何と言っとるか。自助、共助、公助、そして実は近助というのがあるそうです

わ。私は近所の辺では起きていただきたくないわけですけども、そのようなことがある

ので、町長、近助の強化もお願いしたいなと思うわけですが、次に移りたいので、一言

でいいのでお願いします。
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○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） そのように頑張っていきたいと思います。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 西尾議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） じゃあ、次、移りたいと思います。経済の活性化。

大山町は県下で４市に次いで工業も盛んです。

長年、所子工業団地、これ大山インターチェンジ工業団地とも言います、など誘致に

向けた計画的な施策のおかげだと思っています。

さて、その工業団地も空き地がなくなっています。

経済活性化に向けた取組があるか伺います。

１つ目、誘致については地の利を生かした努力とタイミングが成功の鍵だと思います。

ＩＴ関連会社、在宅勤務を導入されやすい会社などはコロナの影響で、環境のよい地

方に、いよいよ出やすくなってきていると思いますが、いかがですか。

２番目、受け手側の準備やニーズに合った条件整備は早急に進めるべきだと思います

が、いかがですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 西尾議員からの経済の活性化についての御質問にお答えいたし

ます。

１点目、誘致については、鳥取県等と連携し、首都圏等企業の地方進出の動向等、引

き続き、情報収集に努めたいと考えます。

２点目、受け手側の条件整備についてですが、現在は町で管理をしている遊休地等を

紹介している状況であり、現在、町が土地等を取得する、またはオフィスを新設する予

定はありませんが、地方に進出を希望する企業の情報収集を行い、必要に応じ、支援策

を検討していきます。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（11番 西尾 寿博君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） 西尾議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） 町長御存じのように、昔々ですが、名和のほうに高田工

業団地があります。あれも先人の投資のおかげだと私は思っております。既にとっくの

昔に完売しておって、増設などをしたのもちょっとあったかなというふうに記憶してお

りますが、その後に、前の前かなの名和出身の町長が所子工業団地の整備ということを

思いついて、土地取得をしながら、造成が終わったのは２１年６月です。そのときに、

その次の年ですか、今度は実は町長が替わっておりましたが、杉谷議長が一般質問して

おります。どのようにして所子工業団地を売り出すのかという杉谷議員さんの質問に対
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して、そのときの町長が交通アクセスの利便性を前面に押し出し、大山インターチェン

ジ工業団地の名称で売り出す。いや、何か勢いがありましたね。私たちもそれ聞いとっ

て、おお、工業団地が広がるぜと、これは人口減少にも歯止めがかかるかもしらん、大

山町がこれから発展するんじゃないかなとちょっと期待したもんですよ。そういう期待

の持てるような、ここにありますが、オフィスを新設する予定も土地を買う予定もあり

ませんけども、頑張っていきたいというような答弁だったかなと思いますが、頑張れる

もんかどうかというよりも、これ売り出すものがなかったらなかなか頑張り切れんじゃ

ないかなというふうに私は考えます。

実は営業企画室というのが企画の中にありますが、今どんなことやっとるのかなと。

コロナの補助金あるいは給付金、そういったことで対応に追われとるんだろうけれども、

本来の目的は誘致だとか、ＩＴ関連の会社を何とか来ていただけないだろうかというよ

うな話を大阪だとか、近畿ですね、近畿を中心にやっていくというような話だったよう

に記憶しております。

ところが、このように物件が限られて、相手のニーズができたからそれに合わせます

よというのはちょっとなかなか難しいなと。やはりそういったニーズを考えながら先行

投資していって、十分に満たされるぞと、ここはいかがですかと、ああ、いいねと。私、

地の利を生かすというのはどんなことかなと。広くて安い土地、道路はある、そしてア

クセスもいいというのが条件的にはそんな悪くないなと実は思っております。あとは相

手が来るかどうか。会社が移転するとお金がかかるんで、実は近所がいいのかなと思っ

たりもしますが、それ以上に魅力があれば必ず来ると、私は思っておりますが、今回そ

のような条件がそろいつつあって、企業としてはなかなかこの不景気なのにどうかなと

いうふうに思うだろうけども、逆に言ったら今が安くて行政側も応援しやすいというふ

うに思っておりますんで、ぜひともそういったことの力を入れてほしい。

なぜか。実は基金が結構積み上がっとるんですよ。ふるさと応援基金、一番使いやす

い、町長の好きな基金ですが、今４億基金が積み上がっておりまして、今年２億積み増

すと。それじゃ、６億ですよ。給付の形で補助金として金をばらまくのもいいけども、

この際、夢のある投資だってやってもいいなと私は思っておりますよ。そうすると人口

減にもつながったり、いろいろするんですよ。そういった先行投資型のことも一つや二

つはやってほしいなというふうに思ったりもしてるんで、実は町民もそれ期待してます

よ。というようなことを私は考えておりますが、やっぱりそういった予定はないという

ようなことなのかなというふうに思っとりますが、いかがですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

一昔前の地域活性化の手法として、工場誘致というところは全国各地で行われてきま

した。これによって大山町でも様々な工場が立地をしております。
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ただ、今、日本全体で国内に工場をそもそももう置かずに海外に工場出している企業

もたくさんある。工場を誘致しようとしている地域もたくさんある。そういういわゆる

パイが少なくなっているのに、競争が激しくなっているところで誘致合戦をそこで続け

ていくことが果たして地域の活性化に資するのかというところはしっかり考えなければ

いけないというふうに思っています。

今現在土地取得をして先行投資をして誘致の条件をつくるということではなくて、建

物、土地、町有の遊休施設、あるいは民間が所有してるところもあるかもしれません、

こういったところで進出される企業のニーズによって整備を進めていくという手法を取

らざるを得ないのかなというふうに思っています。どんどん東京からの地方進出が進ん

で、東京一極集中がもう解消されるようなぐらいの勢いでどんどん地方に企業は出てい

る状況であれば少し先行投資をしながら迅速に受入れができる体制づくりというのをし

ていく必要があるというふうに思いますが、今の企業の動向見ますと、やはり条件に合

ったところに出ていくというところがあります。先行投資をして整備をしてもその条件

に合致する整備ができるかどうかというところが非常に不透明でありますので、先行投

資はかなりのリスクがあるのではないかなというふうに思っています。ある意味例えば

ＩＴ関係で誘致をするというときにもオフィスに入る見込みがある程度何社かあって、

空室率も半分以下になるというような見込みがないと、ずっと空室のまんま。恐らくそ

うなったら議会からは空き家を造ったんかというふうに言われるかもしれませんが、そ

ういうような状況にあるわけです。したがって、先行投資をしたくないわけではありま

せんけれども、リスクとのバランスを考えたときにやはり大山町に様々な条件を鑑みた

結果、進出したいという企業の声があればその条件に合わせて条件整備をしていく、そ

ういうような手法にならざるを得ないというのが現状でございます。

○議員（11番 西尾 寿博君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） 西尾議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） 何かうっかりなるほどなと言いそうな雰囲気でした。し

っかりせないけんなと自分でも思っとりますが、そういう考えはありますよ。

じゃあ、ニーズをしっかり把握したのかなと、逆にそっちが心配。ニーズをしっかり

把握したら、いや、議員こうなったんだよというんであれば、おお、なるほど、ちゃん

とやっとるんだねと思わんことはないわけですよ。ただ、そういったことがあればやり

ますよでは、これは誰でもそうですよ。当たり前です。当たり前なことを実はどっこも

考えているんであれば、やはり例えば現物があるよとか、売り物が実はあったら一生懸

命なるわけですから、昔のようにどんどんどんどん売れるというのではないかもしれん

ですけども、トータルで考えてそんなにそんなに、例えば昔のようにきちっとした整備

をして、ここにどうぞ、ここにどうぞというんでなくって、この辺りだったら実はもう

取得してますんで、いつでも開発できますよとか、そういったことをできると思うんで

すよ。今、変な話ですけども、山林なんてすごく安いもんだし、田畑だって個人ではな
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かなか宅地造成は難しいんでしょうけども、行政と県でその辺うまいことやれば、３条

申請だって県が持ってるんですから難しくはない。ハードル的にはそんな高くないと私

は感じておりますよ。実際そういったことで投資といっても、何か私も大きなこと言っ

とるわけじゃないですよ。ちょっとしたことできるんじゃないかという話をしとるんで

すよ。町長の考えはどの辺の考えか分からんですけども、まずその辺りを押さえてやれ

るということは可能じゃないかなというふうに思ったりもします。

もう一つ、ちょっと分かりやすい話ししますが、所子周辺がすごく住宅売れたりする

んですよ。これって当たり前だと思ってるんですね。まず所子団地があり、高田の通り

があって、大型農免が横に走ってて、９号線もある、鉄道はあって、役場支所があり、

縦線も、大山口大山寺線ですか、ちゃんとしたものがあって、それって何ですかという

ふうに思うと、やっぱりいろんなことを投資してきたおかげであそこが実はよくなった

んですよ。そう思いませんか。そうなると新しい何かを考えるについては、もともとな

かったところから始めるというのが実は大事ですよ。いいところにいいものつくっても、

今のようにもう町はその手出しせんでも勝手に民間でもしとるんじゃないか、今既に。

それでは町政がやったというふうに私は全然評価しませんがね。評価というのは、１０

年後に花咲くんだけども、民間投資では無理なところを後押しする。ふるさと納税のこ

れがいつまで続くか。菅さんが総理大臣になったので、自分がつくったというふうに言

っとるわけですから、もうしばらくはあるかなというふうに思いますんで、あと合併振

興基金、これどう使うか分からんですけど、あるかないかも分からんですけど、債権使

ったりなんかしとるんで、あと土地開発基金だって２億ありますが、このように町民に

分かりやすい、開発しなさいと私は言ってないですよ、そういったものを用意したとい

うことが大事だと思うんですよ。いかがですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

西尾議員と考え同じなんですけれども……（「違う」と呼ぶ者あり）違いますか。

（「違う」と呼ぶ者あり）そう言われると答えが難しくなりますが、民間でしかできな

いこと、行政でしかできないこと、それは役割あると思います。ただ、やっぱり経済の

活性化を考えると行政がしなくてもいい分野で民間投資がどんどん起きてくるというの

は、町の財政力以上に投資が起きてくるわけですから、それは非常に歓迎するところで

あります。

町としてお金を投じて土地取得をして開発をしていく、あるいは開発に資する土地を

準備する、こういう考えもありますけれども、そもそも民間投資が起きにくかったりす

る要因の一つとして農振があります。農業振興地域の計画がありますので、例えば大山

インターチェンジ周辺でも農振にかかっている農地というのはたくさんあります。ある

意味都市計画がない町村というのはほとんどですけれども、町村のまちの部分の発展を
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ある意味阻害してしまってるのは農振でありますので、行政としては、農地は守らない

といけないという考えはそうなんですけれども、農地だけ守って人がいなくなってもこ

れは町としては成り立ちませんので、農地じゃなくてもいい、民間投資がどんどん起き

てきてもいいようなエリアはやっぱりそのように定めて、農地であるべき部分、農地じ

ゃなくてもいい部分、こういったところを行政としてしっかり区域分けをしていくこと

によって民間投資や民間開発がもっと起きてくるのではないかというふうに考えていま

す。

工業団地としましては開発の予定はありませんけれども、様々な業態の企業がありま

すので、その企業のニーズに沿ったものを準備して誘致をするという考えはありますが、

具体的に何か建物造って、土地を取得してというところは、先ほどもお答えをしたとお

り現状では考えておりません。

○議員（11番 西尾 寿博君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） 西尾議員。

○議員（11番 西尾 寿博君） 考えてなくてもどんどん話したいと思いますが、今のと

ころ県のホームページを見ると県工業進出用地みたいなことで出とるんですけども、大

山町も出とんですよ。大山町大山インターチェンジ工業団地、この所子団地のことです

よね。⒊３ヘクタール、５ヘクタールは使用済みということで、⒉６ヘクタールが使

用可能というふうに書いてあります。ところが僕らとしては、実はもう使うとこない。

いろいろトラブルがあって、下流域の集落だとか、塩漬け状態。県に何か貸しとるとか

というようなことでしょうけども、ないんですよ。あれ問合せ来たときどうするんかな

と私は思ったりもしますんで、売れるものがなかったらもう取り下げてください。その

ほうが、迷惑ですよ、はっきり言ったらね、企業側も。全然ないので上げたままでもい

いわというのであれば、そうはいってもちょっと失礼じゃないですかねと思ったりしま

す。

そういう状態で、売れるものがゼロの状態で遊休地を使いなさいよと言われても、企

業はそうはいってもやっぱり設備だとか近所だとかというのも結構大事にするんですよ。

同じような会社の方が近くにおったほうが何か便利、情報が入るとか、いろいろあるん

です、やっぱり。そのようなことでぽつんとどっかに、ああ、あそこいい土地あります

よと言ってみたって、なかなかそこにはいはいとは来ないと思います。

そして何が一番言いたいのかというと、そういったゼロはちょっとよろしくないと私

は思いますよ。やっぱりある程度この辺は確保しときましたと。それでゼロだったらこ

の営業企画の意味がないじゃないか、第一。営業企画と言いながら企業誘致も頑張るよ、

県との連携もしますよと、県だってもう押しようがないじゃないですか、それ。もしい

い話があったって無理でしょうと私は思うわけですよ。そもそもニーズは少ない、リス

クは高いと言いますが、リスクそんな高いなんて思わんけどね。だって別に原野だった

り、山だって買ってあったり、いいところがあれば宅地だってできんことないわけだし、
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いろんなことだって可能性があると私は思いますが、近年ちょっと土地もすごく下がっ

とるんで、いろんな意味で私はこういったときは逆にチャンスかなと思ったりもするん

ですよ。

時間がないので、このような話で終わるんでしょうけども、以前ちょっと言っとられ

ました、ふるさと納税があんまり簡単過ぎるんで、入るのが、簡単にもう入ってきちゃ

うんですよ。基金はどんどん積み上がっちゃうんですよ。だから目先がそっちに行っち

ゃうんじゃないかなとちょっと心配しとりますよ。もう少し地に足が着いたようなこと

も少し考えてほしいなと。だから違うんですよ、私と町長、その辺りが違うんです。最

後になりました。どうぞ。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当課長も控えておりますので、何かしゃべりたいこともある

でしょうから……（「あるかもしらんな」と呼ぶ者あり）この後、替わりますが、ふる

さと納税、簡単に入ってくるというふうにおっしゃいますが、非常に職員努力をしてお

りまして……（「了解です。失礼しました」と呼ぶ者あり）３年前の２億から昨年は４

億ということで、ほぼ倍、２億も増やしてきてるというところで、これは町内の生産者

等との連携が非常に大きいわけですけれども、こういう活用できる制度はしっかり活用

して、税収以外の部分で町の収入は増やしていきたいというふうに考えておりますし、

企業誘致の一つの目的としては、税収の増、それは法人税であったり、固定資産税であ

ったり、それから雇用による経済効果、こういったことが考えられるわけですけれども、

全くしないということではなくて、やる気はあります。やる気はあるけど、無謀にリス

クだけ取っていくというのはちょっと難しいかなと思いますので、もうちょっとお時間

をいただいて精査をしながら西尾議員に同じ考えだと言ってもらえるような検討結果を

出していきたいというふうに思います。

○企画課長（源光 靖君） 議長、企画課長。

○議長（杉谷 洋一君） 源光企画課長。あと２分弱ですので、考えて答弁お願いします。

○企画課長（源光 靖君） まずは議員おっしゃいましたホームページの件につきまし

ては、現在県と協議中でございます。また準備ができましたら適正な表示に変えていた

だくようにしたいと思います。

また、企業誘致につきましては、どういう形で今後誘致していくかというのは工業団

地整備以外の形も含めて幅広に検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○議員（11番 西尾 寿博君） 以上で終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで西尾寿博議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） ここで休憩といたします。再開は２時３０分とします。
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午後２時２０分休憩

午後２時３０分再開

○議長（杉谷 洋一君） では、再開いたします。

次に、３番、門脇輝明議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 飛沫飛散防止の措置が取られておりますので、マスクを

外して質問をさせていただきます。よろしくお願いします。

それでは、私のほうからは通告に従いまして３問質問をさせていただきたいと思いま

す。

まず第１問目は、ＧＩＧＡスクールについてお伺いをしたいと思います。

急速なＩＴ化、そしてデジタル化の進展により、教育の環境は１人１台の情報端末が

整備され、デジタル教科書を使用した授業が行われるなど、劇的な変化が起きておりま

す。こうした変化に対して、学校現場ではどのように対応しておられるのか、また対応

しようとしておられるのか、これについて３点お伺いしたいと思います。

１点目、ＧＩＧＡスクールに取り組む目的、それの確認、具体的にどのような体制で

取り組んでいこうとしているのかなど取組に学校が一団となって新しい教育を進めてい

くことになると思いますけれども、教員の相互の理解が必要不可欠だと思います。また、

そういったことのために研究や研修、そういった情報共有が求められております。情報

共有の取組は、どのように行われているのかお伺いしたいと思います。

２点目、情報端末の利用について、単に本の代わりにデジタル教科書を使うとか、あ

るいは図書館の代わりに調べ学習に使うとかということがすぐに思い浮かぶわけですけ

れども、そういった従来型の利用以外の活用は具体的にどのようなことが考えられてい

るのかお伺いしたいと思います。

３点目、ＧＩＧＡスクールは、高速デジタル通信を基盤にした環境でございます。こ

うした新しい環境を有効に活用するためには、研究、そして研修が不可欠だと考えます。

民間では様々な分野で利活用が進んでおりますが、学校現場では教育に対する社会的ニ

ーズの高まりなどからこれに対応するために多くの時間が取られ、ＧＩＧＡスクールな

どの新しいことにチャレンジする余裕が少ないのが実情ではないでしょうか。そこで学

校現場への支援として、先進的な取組を進めている民間からの人材の受入れや発想やノ

ウハウの導入を検討できないかお伺いしたいと思います。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 門脇議員からの御質問でありますＧＩＧＡスクールについて

お答えいたします。
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１点目のＧＩＧＡスクールに関わる教職員の共通理解についてですが、現在の取組と

しましては、今年度より配置しておりますＩＣＴ支援員が毎月学校を訪問し、ＩＣＴ機

器の活用について意見交換をするとともに、教職員研修も随時行っております。また、

４月には教職員アンケートを実施し、新しい時代に向けたＩＣＴ機器の活用方法につい

て議論しながら、周知を図りました。

２点目の情報端末の利用方法についてですが、現時点でも様々な活用例が考えられて

います。例えば一人一人の習熟の程度に応じた学習展開、グループや学級全体での発表

・話合いの場面での活用、体育や部活動などでのフォームのチェック、学校行事の記録

やまとめなどです。タブレット端末を使った取組については、既に実践している事例が

町内でもありますので、積極的に情報共有していきたいと考えています。

３点目の民間のノウハウの導入についてですが、民間のＩＣＴ支援会社と委託契約を

結び、民間が持っているノウハウを各学校に導入できる仕組みをつくっているところで

す。

また、昨年度も小学校のＰＣ端末導入の際に、民間から指導員を招き、研修会を行い

ました。また、県教育センターと連携して民間から講師を招き、研修する機会も持ちま

した。

教職員の負担にならない範囲で、今後も研修は進めていきたいと考えております。

以上で答弁とさせていただきます。（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（杉谷 洋一君） 町長の答弁を。（「すみません」と呼ぶ者あり）

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） ショートカットしていただいてもいいような答弁で申し訳ない

ですが、教育長がお答えしたとおりです。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） それでは、１つずつ再質問をさせていただきたいと思い

ますけれども、まず研修などの情報共有の取組ですけれども、非常に内容が多いと思う

わけですけれども、研修の時間、そして体制、そういったものは十分取れているのでし

ょうか。生半可な形で取り組むと思ったような成果がなかなか得られないのではないか

と心配をしております。そして同じ取り組むのであれば他の町村にはないような、やっ

ぱり大山町だからよくできたなと、そういった成果を目指していただきたいと思うんで

すけれども、そういった独自の取組等は考えられませんか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 研修等についての御意見いただきましたが、確かに教職員の

研修を行う上でこちらもいろいろと苦労してるのが、教職員のそれぞれのレベルの違い
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という、ＩＣＴ機器を使える技術、能力の違いというのがどうしてもあります。年代も

若い教員から年齢の高い教員までいますし、今までのいろんな教育に関しての機器を使

ったか使ってないかというので能力の差がありまして、一律に同じ研修もなかなかでき

ない。また、能力に応じて研修するとなるといろんな場面が必要であるということで、

その辺りが課題として持っております。

これ十分な研修なのかというところですが、このたび、答弁にもお答えしましたが、

教職員アンケートということを実施しまして、その中で教職員の大体できること、どの

程度ＩＣＴに対して理解してるかというようなことを１人ずつの教職員についてこれを

取りました。このアンケートの結果をもって、一番今必要なものは何かということ、一

番必要な重要事項から検討していって研修内容を決めていくというようなところで、確

かに門脇議員が言われるように内容が多いですので、一つ一つ重要なものから、ニーズ

の高いものから研修していくという計画でやっているところでございます。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 教育長の言われているとおりだと思います。それぞれ先

生方もそういう機器に対する扱いの熟練度というのは違っております。こういう新しい

ことに取り組む場合には、全員が同じようにやるのではなく、先進的な方たちのグルー

プで取り組まれるのが効率的ではないかなと思います。

また、町として行うわけですから、各学校で小学校にしても中学校にしても差がある

ということでは、非常に平均的なといいますか、学校差をなくすような取組も当然して

いかなきゃいけないと思いますんで、そういった先進的なグループで研究、そしてその

方々を中心にした研修というような体制は組まれるべきではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 現在のところのこの研究、また研修の状況につきまして、前

田次長が答えますので。

○教育次長（前田 繁之君） 議長、教育次長。

○議長（杉谷 洋一君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 繁之君） お答えします。

先進的な取組をしている教職員でグループをつくってということは、まだ考えており

ません。参考にさせていただきたいと思います。

ただ、ＩＣＴ支援員が各学校回るときに、その学校の窓口になる先生が比較的得意な

方ですので、その方が学校の中でリーダーとなって学校の教職員にいろいろ指導を加え

ていくというようなことも考えております。以上です。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 各学校に回られて頑張っていただいとりますけれども、

やっぱり先生方も３年あるいは５年で異動をされます。そうしたときに先人のやられた

遺産、レガシーがきちっと継承していくようにするためには担当者が１人ということで

はなしに、やっぱり各学校の中でもグループで取り組まれるべきだと思います。検討し

ていただけるものと思っております。

そして社会人の民間人の導入ですけれども、ＩＣＴ支援員、支援会社の方で確かに一

般的な支援はできると思いますけれども、それからさっきも話しましたけど、新しい発

想、新しい着想ということで考えていく必要があるんじゃないかなと思います。ただ単

に支援会社があるから、そこで簡単に支援員を求めてやるというのではなしに、やっぱ

り必要な人材を努力して見つけていくということも大事なことになるんではないかと思

いますので、そういった努力をしていくことが大山町教育の要するに独自の発展といい

ますか、特色をつくっていくものになると思いますが、教育長、いかがですか。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） お答えします。

門脇議員のおっしゃるとおり、幅広い視野を持って、ふさわしい人材、また有用な人

材があればその方のお世話になって教育を進めるというところも進めていきたいという

ふうに考えております。ありがとうございました。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 次の質問に移らせていただきたいと思います。２問目は、

保育園、保育所と小学校の連携についてお伺いしたいと思います。

教育というのは、皆さん御承知のように、１０年後、２０年後の未来を託す人材を育

てる事業でありまして、成果の有無など目に見える結果が当該年度とかそういった短期

間に現れる事業ではありません。現場における成功も失敗にもすぐには分からない。だ

からこそ、将来を見据えた確固たる教育理念、そして哲学が必要であると言われており

ます。

教育長は与えられた権限を使って、また、所管する教育機関の長と連携して、自らの

教育理念、そして哲学を実際の現場で現し、子供たちの健やかな成長を図る、そういっ

た義務を負っておられるのではないかと思いますし、また町民一同が期待するところで

あると考えます。

そこで、まず教育長が持っておられます教育理念、教育哲学とそれを踏まえた大山町

教育のあるべき将来像、いわゆる夢とか抱負とかということになるかと思いますけれど

も、お話しいただきたいと思います。

２点目、保育所あるいは保育園を教育委員会が所管して、幼児期から中学校卒業まで

の教育を一貫して責任を持つ体制、これは大山町の独特なものでございます。この体制
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を取った趣旨、目的、そしてこの体制で得た成果、これをお話しいただきたいと思いま

す。

３点目、今年度中に建設が完了する予定で今着工がなされております小規模保育所に

ついて、隣接する大山きゃらぼく保育園との関わりがどうなるのか、心配しておられる

保護者もあると思います。児童の受入れや、保育活動がどのように行われるのか、保護

者の心配が払拭できるように御説明をお願いします。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 門脇議員からの御質問であります小規模保育所と保・小・中

連携についてお答えいたします。

１点目の教育理念、教育哲学、大山町教育の将来像についてお答えします。私の教育

理念は、大山町の教育振興基本計画に上げておりますが、「大山の恵みを受けて生き生

き輝く人づくり」です。

大山の豊かな自然、歴史、文化、人材など大山の恵みを生かしたふるさと教育を進め

ることで、ふるさと大山を愛し、将来大山に住み、大山町の未来を担う人材を育ててい

きます。

大山町の教育は、保小中一貫教育を基本に進めていきます。中学校卒業までに目指す

子供のイメージを保小中で共有し、各中学校区の特色を生かしながら進めます。

そのためには、保育所・学校のみならず、家庭、地域、教育行政が一体となり、子供

たちに豊かな心と健やかな体、確かな学力を育んでいきます。

また、人と人がつながり、生き生きと暮らしていくことのできる人づくり、まちづく

りを目指していきます。

公民館においては地域の資源や特色を生かした学習機会の提供や事業に取り組んでい

きます。図書館においては蔵書の充実と住民のニーズに応じた図書の提供を行います。

社会体育では町民のスポーツの習慣化及びスポーツに親しむ人口の拡大を目指します。

これらの取組を進め、人生１００年時代の到来に当たって、大山の恵みを受けて、町

民一人一人が生き生きと輝くまちづくりを進めていきたいと思います。

２点目の教育委員会が保育所を所管した目的と成果についてですが、一番の目的は保

・小・中の連携強化です。大山町教育の基本理念「大山の恵みを受けて生き生き輝く人

づくり」をより充実させ具現化するためには、小・中学校の学齢期だけではなく、幼児

期からの教育が大切であると考えます。

現在、その連携を一層充実させるために、小学校教員の保育体験研修や保育士の小学

校体験研修、保小中合同のノーメディアの取組、同じく保小中連携した就学支援体制づ

くりなどを行っています。

成果としては、目指す教育の方向性の一致や課題の共有、小学校へ入学する際のスム

ーズな移行などが上げられます。
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３点目の今年度建設される予定の小規模保育所について、隣接する大山きゃらぼく保

育園との関わりがどうなるのか。児童の受入れや保育活動がどのように行われるのかと

の御質問にお答えいたします。

大山町小規模保育所は、名称を大山ひめぼたる保育園とし、役場大山支所南側に、来

年４月に開設を予定しているところです。

小規模保育所では、ゼロ歳から２歳児の保育を行いますが、集団活動の経験が必要な

場合においては、大山きゃらぼく保育園との合同保育の機会を設けていく必要があると

考えます。

児童の受入れがどのように行われるのかということですが、他の保育所と同様に、１

０月に入所希望の取りまとめを行い、保護者の希望を優先しながら入所決定を行いたい

と考えております。

保育活動についてですが、小規模保育所では、ゼロ歳から２歳児の乳幼児を対象に、

定員１９名で保育を行います。より家庭に近い、落ち着いた雰囲気の中で、子供一人一

人の発達に合わせた生活や遊びを提供することにより、日々穏やかに安定した気持ちで

過ごすことができるよう保育を行ってまいります。

また、家庭数が少ないことから、保育所と家庭との連携が取りやすく、子供の成長を

直接保護者に伝えることができるため、保護者が子育ての喜びを感じられるような支援

が可能であると考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 門脇議員の２つ目の質問の小規模保育所と保・小・中の連携に

ついては、先ほど教育長がお答えしたとおりです。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） それでは、何点か追加の質問をさせていただきたいと思

いますけれども、教育長の教育理念、地域に根差した教育をしっかりやっていくという

ことで、すばらしいことだと思います。

この教育の内容というのが何かと昔言われたときに、学校卒業して学校の知識は何に

も忘れてしまったときに残っているものが、それが教育の結果なんだというふうな話を

聞いたことがございます。そういう意味では大山町の保小中一貫教育というのは、小さ

いときから、ゼロ歳児から一つの教育のレールに乗っかって、そして中学校卒業する、

あるいは社会人になるまで基礎をしっかりつくっていくということで、私はすばらしい

取組だと思っております。

ただ、今回小規模保育所の設置に当たって指定管理の制度を取り入れるというふうな

条例が、今取り入れることができるというふうな条例が上程をされております。ちょっ
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と考えると、これまで１本のレールであったものが一つ外れたレールができらへんかな

と、そういう心配を私はしておりますし、また同じような心配をされている方もあるの

ではないかと思います。当然連携はしっかり取らなきゃいけないわけですけれども、そ

うした指定管理で保育をしていただくということは団体が違うわけですから、保小中一

貫の理念というか、そういったものが小規模保育所を指定管理に出した場合、そこの職

員の方にちゃんと理解して、本当に思いでもってそういう保育をしていただけるのかな

と、そういう危惧を持っております。その点、説明をお願いをしたいと思います。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） お答えいたします。

大山町では、大山町子ども教育プログラムというものを作成しております。これはゼ

ロ歳から小学校１年生までの成長の見通しということで、ゼロ歳から小学校入学までの

人間関係や生活習慣、体力などについて大まかな見通しを通して子供の発達段階におい

て、例えばゼロ歳ではここまでの力をつけさせたい、２歳ではここまでの力をつけさせ

たいということを各園、今の５園共通してこのプログラムを基に各園の保育計画を立て

ております。その中では、年長児の５歳児の子供たちには保育園卒園までにつけさせた

い力というものが提示されておりますので、これを各園でまた保育士みんなが共有して

行い、さらには小学校の教員もそれを必ず見ております。小学校１年生の学校が求める

姿というものも保育園の保育士が各見ております、共有しておりまして、保育園児を小

学校に上がらせるまでにどのような力をつけさせたいか、また発達段階においてそれぞ

れつけさせたい力というのを共有しながら行っとりますので、大山町立保育所としては、

全ての園で同じこういった共通の成長の見通しを基に保育計画を立て、それを実行して

いくというような取組をしておりますので、保・小・中の連携の在り方については小規

模保育所も同じであるというふうに考えております。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 今、御説明がありましたが、指定管理に出した場合もそ

ういった子供の成長を見守るような記録なりなんなりの取組については同じようにやっ

ていただくんだということで理解してよろしいでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） お答えいたします。

保育士の研修も合同でやる方向です。ですので、また園長同士の意見交換ですよね、

そういったことも同じくやっていきますし、やはり足並みをそろえて全てやっていくと

いうふうな予定で考えております。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 小規模保育所の受入れについて確認をさせていただきた

いと思います。先ほど説明があったわけですけれども、具体的な部分で０問が出ており

ました。例えば兄弟で未満児と以上児が入所希望を出しておられるときに、それは同じ

保育所で受け入れられるのか、あるいは未満児については小規模保育所で受け入れるこ

とになるのか、そして名和、中山地区の在住の方が入所を希望する場合には受入れは可

能なのか、その小規模保育所ですね、受入れがすることが可能なのか伺いたいと思いま

す。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 担当課長がお答えいたします。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 田中幼児・学校教育課長。

○幼児・学校教育課長（田中 真弓君） 小規模保育所の入所の受入れについてでござい

ますけれども、まず３歳以上児と未満児での兄弟の受入れということですけれども、な

るべく兄弟は御一緒で入所されたほうが御家族の方も送迎等の関係で都合がいいかと思

いますので、その辺りは保護者の希望に沿うように行ってまいりたいと思います。

それから在園児、既に未満児で町内の保育所に通っておられる方についてもなるべく

環境が変わらないようにと考えておりますので、優先して継続入所ができるようにと思

っております。

それから小規模保育所で中山、名和地区からの入所の希望があった場合でございます

けれども、保護者の御希望に沿うように調整してまいりたいと思います。可能でござい

ます。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 時間がそろそろ切れてきますんで、３問目に入りたいと

思います。３問目は、地域密着型介護老人施設についてお伺いをしたいと思います。

高齢者のみの世帯が増加し、特に山間地域では近隣の共助が難しくなるため介護老人

福祉施設への利用希望者が増加すると見込まれております。一方、可能な限り住み慣れ

た地域で、親しい人たちと暮らしたいと思うのは人情として当然でございます。そこで、

町内の介護老人福祉施設について３点伺いたいと思います。

１点目、町内にある介護老人福祉施設の利用者数の現状と将来のどのように推移して

いくと町は考えておられるのか予測を伺いたいと思います。

２点目、利用者の現状とその将来予測に立った上で、町が今後対応すべき老人福祉政

策上その課題をどのように考えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。

３点目、介護保険料が県内町村の中では高いほうだと言われておりますが、保険料の
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問題を含めて町民を対象とした施設である地域密着型介護老人福祉施設の拡充・整備に

ついてお考えを伺いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 門脇議員からの３問目、地域密着型介護老人福祉施設について

の質問にお答えいたします。

１点目の利用者数の現状と将来予測はについてですが、町内にある地域密着型介護老

人福祉施設は１施設で定員は１５名ですが、常に満床の状態です。

利用者数の将来予測については、地域密着型施設に限定した利用希望者の予測は非常

に難しいところですが、町全体の予測としては次の２点目でお答えします。

２点目の町が今後の対応とすべき課題はについてですが、６５歳以上の高齢者人口は、

昨年１０月をピークに減少に転じています。

ただし、２０２５年に団塊の世代が７５歳以上となり、さらに２０４０年には団塊ジ

ュニア世代も６５歳を迎えて、高齢化率４０％以上の状態が持続する予測となっていま

すので、利用者の増加に対応可能な事業所の拡充や人材確保に向けた取組が今後の課題

になります。

現在、令和３年度から５年度までの３年間を計画期間とする第８期介護保険事業計画

の策定に向けた取組を進めておりますので、その審議の中でこうした問題についても議

論していきたいと考えております。

最後に、３点目の地域密着型介護老人福祉施設の拡充・整備は考えられないかについ

てお答えします。

現在、第８期計画の検討資料として、今後必要となるサービス量の推計作業を行って

います。その結果を踏まえ、地域密着型施設の拡充・整備の必要性についても総合的に

判断していきたいと考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） １点目の利用者数の現状と将来予測ということですけど

も、私が聞きたかったのは、地域密着型以外も含めて老人福祉施設はどのような利用状

況になっているのかということをお聞きしたかったんですけども、ちなみにインターネ

ットで調べましたところ７月末現在で大山町に９施設あります。そしてその９施設で特

別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設もこれに含まれるわけですけれども、

これが２施設あります。

そしてそこで注目したいのは、その２施設とも定員が合計で１２７名なっております

けれども、入所を希望して待機をされていらっしゃる方が１３４人いらっしゃいます。

この数字は当然町外の方も含まれるわけですけども、町内の方が希望してもこういった
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ところには、地域密着型老人福祉施設以外のものについては順番、申込順あるいはその

障害の状況に応じて優先順位が決められております。そういったことで町内の希望され

た方が後回しになるという状況も起こっております。地域密着型介護老人福祉施設であ

れば、これは町内の方向けの施設でございますから、そういった町内の希望者について

割り振ることができるという状況になっております。

そういう意味で今、答弁いただきましたように、第８期の計画の中で総合的に判断し

ていきますということですけれども、やっぱり町の町民の方が希望すればできるだけ入

所できるような形での検討をお願いをしたいと思いますけれども、その辺いかがでしょ

うか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

確かに介護保険サービスを受けられる方にとって、サービスを拡充していくというこ

とは必要であるという認識に立っております。

しかしながら、門脇議員、最初に御指摘があったかと思いますが、大山町、県内でも

介護保険料が高いほうです。これは当然サービスを受けられる方の人数によるところも

ありますけれども、そのサービスを受けられる数量といいますか、その内容によっても

当然介護保険料に影響が出るところがあります。この介護保険料をいかに抑えながらサ

ービスを拡充するかというところは非常に難しいところではありますけれども、引き続

き利用者の皆さんにとって必要なサービスが提供できるように町としても努めていきた

いというふうに考えております。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 非常に難しいバランスだとは理解をしております。

ただ、そういった状況にあるということを町民の皆さんに広く情報提供しながら、材

料を与えてといいますか、材料を提供して、そして一緒に考えていくことが大事ではな

いかなと考えております。ただ単に保険料が高いからやらないんだということではなし

に、そういう町内の利用希望者の状況、そして隣近所のおじいさん、おばあさんが大変

な状況、そういったものを考えながら町民の皆さんと一緒に考えていく必要があると思

いますけれども、計画を策定する上でそういった町民の意見なりなんなりの聴取などは

行っていかれますでしょうか伺いたいと思います。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

介護保険に関しましては、基本的に税方式じゃなくて保険方式ということですので、

当然給付と支払う金額と、このバランスが非常に難しいというのは門脇議員が御指摘の
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とおりです。

ここでサービスをどんどんどんどん拡充をしていくという方向性に動けば、これは介

護保険料に必ず跳ね返ってきます。果たしてこれが町民の望まれる方向性なのかどうな

のかというところは今、第８期の介護保険事業計画を策定してもらうために先般、各委

員さんに第１回の会議で集まっていただいて、お話もさせていただいたところでありま

すけれども、ここでサービスを供給する側とサービスを受ける側、それぞれの双方の意

見で大山町として折り合いがつくところを見極めて計画をつくっていくというのがこの

介護保険事業計画であろうというふうに思っています。その中で様々な角度から審議を

されることによって、町民の様々な立場にある方の意見が盛り込まれて、大山町として

一つの方向性が出てくるものというふうに思っています。

○議員（３番 門脇 輝明君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 門脇議員。

○議員（３番 門脇 輝明君） 終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで門脇議員の一般質問を終わります。

○議長（杉谷 洋一君） 再開は３時２５分とします。

午後３時２０分休憩

午後３時２５分再開

○議長（杉谷 洋一君） では、再開いたします。

８番、大森正治議員。

○議員（８番 大森 正治君） ８番、日本共産党の大森正治です。皆さん課長さん勢ぞ

ろいしてくださったといって騒いでおられますけども、お疲れでしょうけども、よろし

くお願いいたします。私もマスクを外して質問させていただきます。

２問よろしくお願いしたいと思いますが、まず、１問目は、さらなる新型コロナ対策

をということでお願いします。

新型コロナウイルス感染症は、全国で再び感染が拡大して７月から８月にかけて第二

波が到来しました。つい一昨日でしたかね、このまた県西部でもクラスターが、まただ

なしに初めてですが、県で、クラスターが発生したところです。経済・社会活動を進め

れば、感染拡大は必然であり、終息するのはワクチンや治療薬が開発されて実用化され

るまでは不可能でしょうから、まだ先のことと予想せざるを得ません。その後、大山町

内では感染者は出ておりませんが、鳥取県内では７月下旬から８月上旬にかけまして、

４月の４人から２２人に急増しました。ＧｏＴｏトラベルも続けられている中、まだま

だ油断のできない日々は続いとります。

この間、宿泊・飲食業者をはじめ、様々な分野で痛手を受けた町民に対して、国や県

や町の支援事業が行われ、町民の暮らしは何とか維持できていると思います。今後、イ
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ンフルエンザ流行期を迎え、新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大も心配されてい

ます。今後もコロナ禍の下での生活が長引くことは十分予想されます。

そういう中で、医療・介護現場や教育現場の現状と今後、農業・水産業を含む事業者

支援の今後の在り方などについて検討してみることは必要と考えます。

そこで、次の点について伺いますが、１点目は、医療機関や介護施設では、利用控え

により減収による経営悪化が報じられています。町内のそれらの状況はどうなのか、今

後の支援についてどう考えていらっしゃいますでしょうか。

それから２点目、宿泊・飲食業者など各事業者への支援が行われていますが、まだ不

十分との声を聞きます。実態を把握するために、商工会、ＪＡ、漁協組合などと連携し

て、継続した実態調査をする必要があると私は考えますが、いかがでしょうか。

また、それを踏まえた支援策の継続についてどうお考えでしょうか。

３点目、収入減によって生活困難になった世帯を支援するための国民健康保険税や介

護保険料の減免措置があります。その申請状況はどうでしょうか。この措置を知らない

人も多いように思いますが、本町での周知は十分行われておりますでしょうか。

４点目、コロナ禍による生活困難、とりわけ独り親世帯には暮らしが厳しいと予想さ

れます。そこに対する支援をどう考えていらっしゃいますか。

５点目、学校教育について伺います。

１点目、学級内の児童生徒の密接状態を解消するための措置として、３０人以上の学

級をさらに少人数学級にするよう検討はされないでしょうか。

２点目、臨時休校などによる授業時数の確保や学校行事の中止などにより、教員だけ

でなく児童生徒に負担がかかりストレスが生じている状況もあるといいます。その後の

町内の子供たちの状況はどうでしょうか。また、児童生徒が過剰な負担なく楽しく学ぶ

ために、学校現場ではどのような配慮がなされているでしょうか。以上、よろしくお願

いいたします。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 大森議員からの１点目、コロナ禍における町内医療機関の状況

についてですが、昨年の同時期と比べ、受診者数はおおむね１割前後減少している状況

です。

特に、風邪等の急性期の新規患者や、小児の受診者が減少しているようですが、定期

受診者は受診を継続されており、いずれの医療機関においても減収による経営悪化とい

った状況には至っていないところです。

また、医療機関向けの支援策には、既に経営状況の悪化等による事業継続に対して国

が融資制度を設けているところです。

次に、介護施設についてですが、町内の介護施設につきましては７月にヒアリングを

行った段階では、苦境を強いられているような状況は聞いておりません。
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今後、経営環境が悪化したような状況が見られれば、改めて支援策を検討いたします。

２点目、実態を把握するために、商工会、ＪＡ、漁協組合などと連携して、継続した

実態調査をする必要があると考えるが、どうか。

また、それを踏まえた支援策の継続についてどう考えるかとの御質問にお答えいたし

ます。

随時実態を把握することは当然必要と考えており、今後も引き続き商工会やＪＡ、漁

業協同組合等と連携しながら事業者の声を酌み取っていく考えです。

支援策の継続については、感染拡大状況等を踏まえ、必要な支援については検討を続

けていきたいと考えています。

３点目、収入減によって生活困難になった世帯を支援するための国民健康保険税や介

護保険料の減免措置がある。その申請状況はどうか。この措置を知らない人も多いと聞

くが、周知は十分行われているか。

国民健康保険税や介護保険料の減免措置の申請状況はどうかについてですが、８月末

現在で、国民健康保険税では申請件数５４件、うち減免決定件数４４件、介護保険料で

は申請件数４０件、うち減免決定件数３１件、また、後期高齢者医療保険料では申請件

数６件で、６件が減免決定となっております。

なお、減免とならなかった理由につきましては、収入の減収割合が要件に該当しなか

ったり、減免額算出の結果、減免額がゼロとなったりしたことによるところです。

次に、周知は十分行われているかについてですが、国民健康保険税、介護保険料、後

期高齢者医療保険料ともに、納税義務者の方に当初の納税通知書を送付する際に、減免

についてのチラシを同封しております。また、当初賦課後に新たに賦課対象となられた

納税義務者の方にも、賦課決定通知書を送付する際に、減免についてのチラシを同封し

ております。

また、広報だいせん並びに大山町ホームページへ減免についての記事を掲載し周知に

努めております。

４点目、新型コロナ対策としての独り親世帯の支援についての御質問につきましてお

答えさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を１人で担う低所得の独り親

世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、心身ともに大き

な困難が生じています。

こうした世帯を支援するため、県の制度に基づきひとり親世帯臨時特別給付金を支給

しています。

この制度では、児童扶養手当を受給している方に対して、８月に１世帯当たり５万円

と第２子以降の子供１人につき３万円を基本給付として支給しました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少し

ているとの申出があった方に対しては、さらに５万円を追加給付として支給しています。
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このほか、児童扶養手当を受給していない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けて家計が急変した独り親世帯に対して、１世帯当たり５万円と第２子以降の子

供１人につき３万円を支給しています。

本町としましては、該当と思われる方へ申請書を送付し、広報８月号でもお知らせは

しましたが、今後も周知に努めていきます。

以上で答弁とさせていただきます。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） 大森議員からのさらなる新型コロナ対策をの５点目の御質問

であります学校教育についてお答えいたします。

密接状態を解消するための少人数学級の検討についてですが、議員御指摘の３０人学

級を想定した場合、令和２年度の児童生徒数で考えますと、現在の通常学級全４９クラ

スが６クラス増となり、５５クラスになります。

また、それに伴う教職員増加分の予算については、大山町が県に年間 ５００万円拠

出することになりますので、費用対効果の面を考えても非常に厳しいのではないかと考

えます。

現時点では、現在行っておりますマスク着用や手洗い、換気の徹底、毎日の消毒作業

の徹底を進めていくことが大切であると考えています。

次に、児童生徒のストレスの状況や学校現場での配慮についてですが、学校現場では、

先生方の努力により、制限がかかった中ではありますが、各行事が順調に進められてい

ます。

それぞれの行事の中で児童生徒には役割をきちんと与え、自尊感情や自己有用感を高

める取組を行っています。

４月に学校が再開して以降、児童生徒に大きな変化は見られず、おおむね落ち着いて

生活していますが、中には学期が進むにつれて欠席が目立ち始めている児童生徒もあり、

丁寧な対応を求められているところであります。

一般的に２学期は、不登校児童生徒が増加する時期とも言われています。教育相談週

間を設けたり、スクールソーシャルワーカーが学校を巡回するなどして、きめ細かい対

応を行っていきたいと考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） １点目の医療機関との介護施設について、大きな減収等

はなかった、利用控えはあまりなかったということで、影響はかなり少なかったという

ことですけども、今後のことをちょっと言って聞いてみたいんですけども、これがずっ

と小康状態あるいは終息向かえばいいんですが、また第三波なり、冬になりますとどう
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なるか分からない状況がありますが、仮に大山町内で感染者出た場合にはかなりな医療

機関とか介護施設への打撃もあろうかと思います。そのようになったときの支援という

のは、先ほどもちょっとありましたけども、一度支援の対象にされる考えはないでしょ

うか。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

大森議員御指摘のとおり、先ほどお答えしたとおりでございます。

○議員（８番 大森 正治君） はい。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） それから介護施設のほうでこういう話も聞いてるんです

けども、利用控えはないけども、職員の方で家族が県外から帰ってこられて接触された

場合、２週間の自宅待機を義務づけられていて、もうそのために１人休まれるとどうし

ても穴が空きますので、その分をほかの職員でカバーしなければならなくて非常に大変

だと、職員不足の中でさらに１人でも休まれると大変だという話が聞いてるんですけど

も、これはどういう実態なのか、どこの職場でも出てきているのか。

それからその場合、かなり大変なわけですから、国のほうから医療機関も含めて慰労

金のようなものが出てるようなんですけども、町としてはそういう介護施設に対して今

のようなケースに対して何らかの慰労金のようなことは考えられませんでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 課長がたくさん控えておりますので、担当からお答えをさせて

いただきます。

○福祉介護課長（池山 大司君） 議長、福祉介護課長。

○議長（杉谷 洋一君） 池山福祉介護課長。

○福祉介護課長（池山 大司君） こちらで把握しております施設の状況でございますが、

確かにおっしゃられるとおり、職員の方とか、それから利用者の方の御家族の方が県外

に出られた場合に２週間程度利用制限なり出勤停止をしてる事業所もあります。

ただ、この判断は町からの指示というわけではなくて、各事業者さんが入所者さんの

安全とかそういうものを総合的に判断されて実施されてるものですので、その辺りにつ

きましてはもう各事業所さんの判断を尊重するということでこちらとしては見ていると

ころです。

それから国からの慰労金の関係で町からの独自はないかということですが、こちらの

ほうにつきましては国のほうから直接感染者に接する可能性のある職員に対しては慰労

金が出るということでしておりまして、これ全部出ておりますので、町のほうで独自に

というのは考えておりません。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 了解しましたが、２つ目に書いております、特に打撃が

大きかったのは宿泊業者や飲食業者、建設業者、そして農業従事者、そして漁業従事者

ですけども、これが引き続いた支援もするということをおっしゃいました。ついてはや

っぱり実態をきちっと把握しなきゃなりませんので、それぞれの団体からも聞くという

ふうにおっしゃいましたので、いいわけですが、ただ、農業者とか漁業者の場合、やっ

ぱり午前中も加藤議員のほうからありましたけども、団体の方だけでは分かりにくい実

態があるんじゃないかと。本当に困っていらっしゃる人のところまで、そういう人の声

が届かないじゃないかというやな話もありましたですけども、そういう団体だけではな

くって、農業者あるいは漁業者本人からも、全ての人を聞くわけにはいきませんので、

幾つかの実際に従事してらっしゃる本人からも伺うような、そして声を聞いて支援に生

かしていくということが必要じゃないかなということも思いますが、いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） それぞれ担当からお答えいたします。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長、農林水産課長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。

○農林水産課長（井上 龍君） 失礼します。まず、ＪＡ、漁業組合等でない小さな経

営者といいますか、そういう方々に対しましては、住民さん全体での支援、そういった

ところで支援策を考えていくのがいいというふうに考えております。以上です。

○企画課長（源光 靖君） 議長、企画課長。

○議長（杉谷 洋一君） 源光企画課長。

○企画課長（源光 靖君） 商工関係でございますが、事業者の方については、特に商

工会員、商工会のほうに所属しておられる事業者さんのほうからは商工会のほうの聞き

取り等で状況が分かると思いますが、それ以外で特殊事情等もしあるようなケースでご

ざいましたら、これは個別にヒアリング等を行いたいとは思いますが、そういうケース

を見つけましたら対応を考えていきたいと思います。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 先ほど農業関係、漁業関係では、団体の方、団体を窓口

にして聞くというふうに聞いたんですが、ちょっと意味が分からないので、もう少し具

体的に、どういうふうな方法でキャッチされるのか。ただＪＡとか漁業協同組合だけで

はない、別な形でというふうに聞こえたんですけども、もうちょっと具体的に話してく

ださい。

○農林水産課長（井上 龍君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 井上農林水産課長。
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○農林水産課長（井上 龍君） すみません。全体的な支援ということで、漁協、また

ＪＡとは連携して取組を進めていきたいと思いますが、それ以外の個別具体的な被害に

遭われてる方というのは把握はし切れませんので、町民全体的な支援というところで救

済がされればというふうに考えております。午前中の答弁にもあったんですが、国の給

付金ですけど、１人１０万円の給付、また大山町ではありがとうの券、そういったもの

がございました。そういったところがまた必要ということであれば全体的にというふう

な考えでおります。

また、農業のほうでは、特に今コロナの影響をかなり受けてるということはございま

せん。また、町の予算は通りませんが、高収益の次期作支援、そういった支援策もござ

いますんで、そういったところで農業のほうは救済されてるというふうに思います。以

上です。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 漁協のほうも同じようなことだろうということですね。

漁業関係者のほうもね。

そういうふうにとにかくいろいろな方の実態、声を聞いて実態を把握していただきた

いというふうに思います。引き続くやっぱり支援はこれからも求められると思いますの

で、よろしくお願いします。

それから国保税や、それから介護保険料の減免措置についてですけども、これは個人

個人にもきちっと行ってるので周知はできてると、漏れはないじゃないかなということ

ですけども、そういうことで、そういう把握でよろしいでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） そういう把握でよろしいかと思います。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） これ税務課長でないと分からんと思いますが、３割以上

事業収入が減少したところが対象ですけども、そういう世帯というのは税務課では把握

はできないわけですかね。できとればどこがということでピンポイントでまだ申請が行

われてなかったらできるわけですが、その点いかがでしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 担当課長からお答えさせていただきます。

○税務課長（二宮 寿博君） 議長、税務課長。

○議長（杉谷 洋一君） 二宮税務課長。

○税務課長（二宮 寿博君） 御質問の３割以上の減収が税務課で把握できないかという
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ことでございますが、このたびの減免の要綱は昨年の収入と今年の収入を比較するとい

うことでございます。今年の収入につきましては、今、税務課のほうでは資料を持ち合

わせておりません。よりまして、したがいまして、３割以上の減収を把握するというこ

とができかねます。以上です。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 分かりました。

独り親世帯については了解です。実施されてるということで。

教育長のほうにお伺いします。このコロナ禍の中で、教室の密集状態を避けるために

学校現場でも苦労されていらっしゃいます。大山町は、かなりの学校で少人数、３０人

以下とか、２０人以下とかの学級が多いわけですが、今先ほどの答弁にもありましたよ

うに、６学級ほどですか、もし３０人以上でも結構今の教室では密集状態じゃないかな

というふうに私は実感してるもんですから、それで３０人以上の学級についてはさらに

独自で予算化でもして学級を２つに分けることはできないかということで質問させてい

ただいたんですけども、そうすればかなり効果もあるんじゃないかと。

これはコロナに対する対応だけではなくて、より教育効果も少人数学級として上がる

んじゃないかという視点でも提案させてもらっているところなんですけども、財源的に

難しいのではないかということですけども、全ての学級でやるのが一番いいんですけど

も、例えば小学校だけでもそれはできないか。今５年生で中山小、名和小、大山西小の

３学年で３０人以上の人数になってるようですが、ここを来年度、せめて６年生になっ

てからでも、恐らくコロナまだ続いてると思いますから、そこだけでも、１年間だけに

なるかもしれないですが、そういうふうな６年生だけでも少人数にするという検討はで

きないもんでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長、教育長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） お答えいたします。

先ほど小学校で３校、５年生が１クラスずつ３０人以上なわけですが、この３校を一

律に３０人以下学級にするということになりますと、学校によっては今も満杯の学校が

ありまして、空き教室のない学校があります。そういう学校におきましては、校舎を増

築するか、それとも今ある特別教室、例えば図工室ですとか、そういう教室を潰して学

級に変えるというような手続が必要になってきますので、学校運営に支障来すのかどう

かというあたりも検討しないといけません。

また、学校を増築するということになるとかなりの工事になりますので、これは増築

は現実的ではないのかなというふうに考えておりまして、検討材料がいろいろとあるな

というふうに考えております。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。
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○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） かなり難しいじゃないかなと、現実的にはということで

すが、状況によっては考慮しなけりゃならないことも起こってくるかもしれません。そ

のときにはまた検討する必要があろうかと思いますので、よろしくお願いします。

それからこのコロナが子供たちに与えてる影響というのは、今落ち着いてるので、こ

の２学期大きな影響は出てないということですが、若干欠席も目立ってると、休み明け

ということもあるからでしょうか、例えば大山町、臨時休校日数は少なかったんですが、

それでもその遅れを取り戻すために夏休みを削ったということがあるんですけども、授

業時数を確保するために、あるいは先生たち授業を急ぐと、その時間内に教育課程を進

めるために急いだがために子供たちが消化不良になると、理解が不十分でストレスがた

まってるというような実態は聞いてはおられませんでしょうか。

○教育長（鷲見 寛幸君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 鷲見教育長。

○教育長（鷲見 寛幸君） お答えいたします。

具体的な子供たちの抱えてるストレスについて私は聞いてはおりませんが、前田次長

が把握しておれば前田次長が答えます。

○教育次長（前田 繁之君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 繁之君） お答えします。

授業を急いだために消化不良になるのではないかという御指摘もありましたけども、

現在のところ私も聞いておりません。

ただ、１２月にやります町独自のテストがありますので、またそういったテストも見

ながら子供たちの習熟がどの程度図られているかを判断したいと思っとります。以上で

す。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 了解しました。

それじゃ、次、２問目に行きたいと思います。２問目は、西部広域一般ごみ処理構想

への考えはということでお聞きいたします。

西部広域行政管理組合では、２０３２年度供用開始計画で西部市町村全ての一般ごみ

処理施設を１か所に集約するという構想が現在進められております。

この構想には、様々な問題があります。あるというふうに思ってます。例えば１点目

として、ごみ政策の基本であるごみの排出抑制あるいは再利用促進に逆行することには

ならないか。それから２点目として、超大型ごみの処理施設のために建設費や維持管理

費ともに高負担になるのではないか。それから３点目として、ごみの長距離運搬に伴う

弊害、４点目として、一たび大災害や事故が起きたときには暮らしや経済に大きな損害
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をもたらすのではないかなどなどの問題があるように思います。

それにもかかわらず、ごみ処理の主役はやはり住民、町民の皆さんだと思いますけど

も、その町民の皆さんに知らせたり、意見を聞いたりということがありません。また、

その代表である私たち議会の議決を得ることもなく、１０月末までに、構想の中に書い

てありますが、各市町村において、広域化実施可否の決定をするということを迫ってお

られます。

民主的な手続を経ることはなく、あまりに拙速的な決定がなされようとしてるのでは

ないかというふうに私は考えておりますが、次の点を伺うわけです。

１点目としまして、こうした西部広域行政管理組合の構想に対して、町長はどのよう

に考えていらっしゃいますでしょうか。

それから２点目として、４月２３日に西部市町村の清掃事務担当課長会議が開催され

て、初めて本構想の概要が説明され、１０月末には広域化の実施可否を町で決定すると

いうふうにいいます。町長は、議会に諮ることなく決定されるのでしょうか。あまりに

拙速で、非民主的な決定の仕方であるというふうに思いますが、町長はこの決定の、決

定といいますのは、この１０月末までに可否を決定するということです、それを撤回す

るとか、あるいは延期を求めるとかということはされないでしょうか。以上です。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） 大森議員からの西部広域一般ごみ処理構想への考えはの御質問

につきまして、お答えさせていただきます。

まず、西部広域行政管理組合の構想に対して、どのように考えているかでございます

が、ごみ処理の広域化につきましては、国において平成９年にごみ処理の広域化計画に

ついてが発出され、それに基づき平成１０年に鳥取県においてごみ処理の広域化計画が

策定され、県内を東部・中部・西部ブロックに分け、広域化を推進することとされまし

た。

西部圏域では、圏域の市町村長で組織するごみ処理広域化推進協議会を設置し協議を

進め、平成１３年度に可燃ごみ処理広域化基本計画を策定し、平成４４年度稼働の可燃

ごみ処理施設の整備が計画されました。

また、平成１６年度には、圏域の全市町村の議会での議決により、次期ごみ焼却施設

の設置及び管理運営の事務は、西部広域行政管理組合の共同処理事務となりました。

このような経過において、西部圏域のごみ処理施設は、名和クリーンセンターをはじ

め、ほとんどの施設で既に２０年以上の期間が経過し、次期施設の整備について更新を

検討、推進していく時期に来ていることから、平成３０年度に鳥取県西部のごみ処理の

あり方検討会が設置され、平成１３年度策定の可燃ごみ処理広域化基本計画の長期計画

に基づき、広域化・集約化事務を推進することとなりました。

以上のことから、西部広域行政管理組合の一般廃棄物処理施設整備基本構想は、西部
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圏域の可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設、最終処分場について、令和１４年度の稼

働を目途に、広域化・集約化を図る目的で作成されるものでございます。

可燃ごみ処理施設の広域化による経費につきましては、収集運搬費では、建設場所が

未定でありますが、大きく増加することは考えられません。

また、建設費・維持管理費では、経費が集約されますので、西部広域の試算では大山

町の負担金として、２０年間で５億 ７００万円程度の削減が見込まれます。

本町としましても、国の広域化施策や西部圏域における人口減少、高齢社会の到来等

の状況を考慮しますと、将来にわたり持続可能なごみの適正処理を確保していくことが

必要であると考えており、西部圏域におけるごみ処理の広域化・集約化構想は、処理効

率、経済性、環境保全性を達成できるものと考えております。

次に、町長は決定の撤回か延期を求めないかについてでございますが、ごみの広域処

理につきましては、平成１６年度に西部圏域の全ての市町村で議決され、ごみ焼却施設

の設置及び管理運営の事務は西部広域行政管理組合の共同処理事務とされております。

また、広域化の意向確認につきましては、平成１６年度にごみ焼却施設の設置及び管

理運営の事務を共同処理すると決定して以来、１５年以上経過していること、現体制か

ら施設を集約した場合の経費・環境保全性などの試算がまとまったことから、広域化・

集約化事務の円滑な推進、基本構想の策定や建設スケジュールにより、１０月末までに

改めて各市町村の意向を確認することが適当と判断されたと伺っています。

大山町の持続可能なごみの適正処理を確保するために、本基本構想の策定を進めてい

く必要があると考えます。

以上で答弁とさせていただきます。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 町としては、もう既に決定していることだし、問題はな

いので、この広域化のごみ処理の構想を進めるというスタンスということが分かりまし

たですけども、そしてそれは既に平成１６年度ですか、もう決まってると、全ての市町

村で議決されて、西部広域行政管理組合の共同処理事務とされているということは、議

会に諮る必要はもうないと、行政側ですか、事務方のほうでもうこれは確認していけば

いいんだというふうに理解しましたが、そういうことですか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

過去に意思決定を行っておりますので……（「そうだ」と呼ぶ者あり）その手続に基

づいて進めている、進めていくということでございます。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。
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○議員（８番 大森 正治君） 過去にというのは、先ほどありましたように平成１６年

ですから、１５年前ですよね。ほとんどの議員が、今いる、そこには加わってないじゃ

ないかなと思うんですが、理解も十分できていないというのが現実だろうと思います。

この広域化構想ですよね、ごみ処理の一本化に向けての内容については、私もほとん

ど知らなかったんですが、ちょっと勉強させてもらって、いろいろ問題もあるんじゃな

いかなと、やっぱり検討する必要はあると思うんですよ。せめて我々議員は、どういう

構想なのか知る必要があると思いますよね、現在いる議員として。幾ら過去に議決され

たからといって、何も知らないでこれが粛々と進められるというのは０問があります。

教育民生常任委員会で６月議会に課長のほうから説明がありました、こういう概要版

を基にして。説明というよりもこれをずっと読まれました。もう質問とかなんとかなし

に、もうそれで説明が終わりなのかなと思ってんですよ。しかも教育民生常任委員会の

メンバーだけがこれを知ったというだけですので、それでは駄目じゃないかなというふ

うに思います。やっぱりせめて全協ででもきちっと説明して、この一般ごみの処理施設

の構想があるべきだと、構想の説明があるべきだというふうに思うんですが、どう思わ

れますか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

過去に議決を行って意思決定をして、それによって事業を進めている、これが大森議

員は民主的ではないというふうにおっしゃいますが、私は民主的な手続を経て進めてい

るものというふうに思っています。過去に議決をして意思決定をしてきて、議決をして

いるにもかかわらず時間がたっているからということで過去の決定がおかしいというふ

うに議決をした議会あるいは議員から発言があるというのがあまり民主的ではないとい

うふうに考えております。意思決定をしたメンバーが今、議会の中にいないからその議

決が無効になるということであれば、今まで議決してきたことほぼ全てにおいて全く法

的な効力を持たないということになりますので、決してそうではないというふうに考え

ております。

新たな構想の説明等に関しましては、常任委員会でもさせていただいているところで

ありますし、資料はどの議員でも見ていただけるような状況にあるというふうに考えて

おります。必要であれば説明等は詳しく今後もしていきたいというふうに思っています。

○議員（８番 大森 正治君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 大森議員。

○議員（８番 大森 正治君） 議決に関しては、そのとおりだろうというふうに私も理

解します。

ただ、１５年も経過している。その間には随分と世界的にもこのＣＯ２ の排出を抑え

る、温暖化を抑える、そのためにごみ処理はどうしたらいいのかというようなことも変
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わってきておりますよね。果たして今出されているこのごみ処理施設の構想がそういう

温暖化防止に当たって合致して、いいものなのかどうなのか、我々もだし、それから住

民の皆さんもそれは知る権利があるじゃないかなというふうに思いますよね。よりよい

ものにしていくために、この西部行政任せだけではいけないじゃないかなという気がし

ます。

せめて議会には誰もにきちっとした説明がなされるべきではないかというふうに思い

ます。それは町長も否定はされませんでしたので、やはりその説明というのは私は必要

だろうと思うんです。私だけの要求でそれをされるかどうかというのは分かりませんが、

議会の意思としてそういう説明をしてほしいということがあれば説明していただけます

でしょうか。

○町長（竹口 大紀君） 議長。

○議長（杉谷 洋一君） 竹口町長。

○町長（竹口 大紀君） お答えします。

これまでにも合併以降このごみ処理の広域化に関しては適宜進捗があったたびに説明

をされてきてるというふうに思っておりますし、今後もしていきたいというふうに考え

ております。

過去に議決のあったことで、１５年もたってるから状況が変わってるんじゃないかと

いうところは確かにあろうかと思います。それによる民意の変化というのもあろうかと

思いますが、この今の西部広域の構成市町村、９市町村ありますけれども、この市町村

で一部事務組合としてごみ処理、共同処理をしていこうということで決めて話を進めて

きております。ごみ処理の広域化、今年その方向でやっていこうということで決めて、

来年、再来年それが話がまとまって事業着手するというようなことには当然ならない話

で、１５年かかってますけれども、その間、様々な協議、議論、検討がされて今日に至

っているというものでございます。

合併前の平成１６年に旧大山町、旧名和町、旧中山町でそれぞれ議決をされておりま

す。この議決が何をされたかというと、ごみ処理の広域化についての議決というよりは

西部広域行政管理組合において今後ごみ処理施設の関係を共同処理をしていくという規

約改正の協議を上げるというものを議決しております。つまり西部広域行政管理組合の

一部事務組合としての構成市町村の共同事務として、ごみ処理施設の建設は、もう過去

に構成市町村で意思統一をしてやっていこうという方向性の中でやっているものであり

ます。

万一大山町の中で、あるいは大山町議会の中で今、民意が変わっていて、方向性を変

えるべきだというような話があれば、理論上規約の改正に向けた動きが大山町議会とし

て取れないわけではありませんけれども、今、一部事務組合の共同処理をする事務の中

にごみ処理施設が入っていますので、これを大山町を除くというような手続をしようと

思えば当然構成市町村の同意も必要になるわけです。そうすると何が起きるかというと、
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西部圏域で広域化を進めていこうと、それによって処理を１か所ですることによって建

設費、維持管理費を削減していこうということでやっているのに、そこから自治体が１

つ、２つ、３つ、４つ抜けていくということになると共同処理に係るコストの集約化の

メリットが非常に少なくなるということで、過去に構成市町村と一緒に進めていこうと

いう方向性が全く違うものになります。今の大山町の置かれている状況だけを見て判断

をしていくというのも非常に大事なんですけれども、全体の、過去に取り決めたことと

はいえ構成市町村で決めた方向性を守っていくというのは、ほかの自治体との信頼関係

において非常に大事であるというふうに考えております。

○議員（８番 大森 正治君） 終わります。

○議長（杉谷 洋一君） これで大森正治議員の一般質問は終わります。

本日の一般質問は以上で終了し、残りました５人議員の一般質問は、明日９月１７日

に引き続き行います。

・ ・

○議長（杉谷 洋一君） 本日はこれで散会いたします。御苦労さんでした。

午後４時１６分散会
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